
 

【令和４年１０月登録】京都市競争入札参加資格審査 

申請の手引 
※「電子申請システム」の操作方法や，申請の入力項目（電子申請画面で入力）の説明は 

『電子申請システム操作マニュアル』をご覧ください。 
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資格申請手続のフロー・チェックリスト 
※ 以下のリストの詳細は「京都市入札情報館」にも掲載しており，各項目の詳 

細な説明箇所や，マニュアル等へのリンクも設定しています。 

 

 

 

 「【令和 4 年 10 月登録】申請の手引き」をダウンロードし熟読 

 「電子申請システム操作マニュアル」（以下，「電操マ」）をダウンロードし熟読 

 

 

 

 申請する資格の種類等を確認（工事／測量・設計等／物品） 

 申請する資格の有効期間を確認（工事／測量・設計等 と 物品） 

 申請する資格の要件等を確認 

 

 

 

 「京都府・市町村共同電子申請システム」ＨＰの「動作環境について」を確認 

 「動作環境について」に掲載の「Web ブラウザの設定」でＰＣのブラウザの設

定を確認 

 

 

 

 「申請の手引き」Ｐ１０「７ 提出書類について」で，提出する必要がある紙媒

体の書類を確認する。（必須・該当あり） 

 有効期限等に注意したうえで，提出が必要な紙媒体の書類を取得・作成する。 

 

 

 

 「（書類５）誓約書」，「（書類６）同意書（市税）」，「（書類７）同意書（水道料金）」

エクセルファイルをダウンロードし，必要事項を入力し，保存しておく。 

 上記の３つの入力済エクセルファイルを保存する際，画面を印刷しておく。 

 

 

 

 「（書類２）審査票」，「（書類４）使用印鑑届／委任状兼使用印鑑届」「（書類１８）

技術者経歴書（工事）」，「（書類２１）技術者経歴書（測量・設計等）」の様式を

ダウンロードし，必要事項を記入する。 

 上記の入力済ファイルを印刷する。（書類４は押印が必要） 

１ 手引，マニュアル等の確認 

２ 資格要件等の確認 

３ 電子申請システムの「動作環境」の確認 

４ 提出書類【紙】の準備 

５ 提出書類【データ】の準備 

６ 提出書類【その他】の準備 

【１～７は申請入力までに完了を！】 

書類５～７は，印刷した紙書類の提出ととも

に、システム上でファイル添付が必要です 



 

 

 「申請画面下書用紙」を印刷し，スムーズに入力できるようにあらかじめ入力内

容等をメモしておく（任意）。  ※この用紙で申請はできません。 

 

 

 

 ５で入力したエクセルファイル（書類５～７）の保存場所を確認しておく。 

 「京都市入札情報館」に掲載しているリンクから「京都府・市町村共同電子申請

システム」の「手続詳細」画面を開き，申請画面にログインする。 

 

 

 

 「電子申請システム操作マニュアル」Ｐ８～を参照し，必要項目を入力する。 

（上記７で作成していた場合は、メモ（下書き）も参考に。） 

 ５の入力済エクセルファイルを「共通項目２」「７添付文書（共通）」で添付する。 

 

 

 

 必要項目の入力完了後，「送信確認」画面で必ず「申請書」を印刷する。 

 「送信確認」画面でデータ送信する。（申請が確定します。） 

 「到達確認」画面を２部印刷し，「到達番号」「問合せ番号」をメモしておく。 

 

 

 

 ４，５，６，10 で準備した提出書類が揃っているかを，「申請の手引き」Ｐ１０

「７ 提出書類について」で最終確認する。 

 封筒（レターパック，角２封筒）の表面に指定の宛名用紙を貼り，契約課に郵送. 

 

 

 

 進捗状況を確認したい場合は，「到達番号」「問合せ番号」を用いて「電操マ」Ｐ

４１～の方法で確認可能。 

 申請担当者のメールアドレスにシステムからメール送信があれば上記の確認を。 

 京都市側からの補正指示があれば「電操マ」Ｐ４７～を参考に修正入力を。 

 

 

 

 9 月末頃にシステム内で送信される「審査結果通知」を必ず印刷・データ保存。 

 10 月上旬に「京都市入札情報館」に掲載される名簿で登録の最終確認を。 

７ 申請画面下書用紙の記入 

８ 電子申請システムにログイン 

９ システム内の申請画面で入力 

10 申請書等の印刷，データ送信

11 提出書類の郵送 

12 システム上で受付・審査状況を確認 

13 審査完了・名簿登録の確認 

【以下は 6 月 17 日（金）以降】 

【以下は申請（データ送信）完了後】 

必ず印刷すること！郵送が必要です。 

（印刷用ボタンが小さいため要注意） 

必ず印刷すること！（１部は郵送）また，番号がな

いと，受付状況や審査結果の確認ができません。 

審査結果通知ははがき等

では郵送されません。 



 

１ はじめに 

  令和４年１０月１日以降に，京都市が発注する競争入札に参加しようとする者に必要な資格（以

下「競争入札参加資格」という。）及び資格審査の申請方法等の概要は下記のとおりです。この手引

をよくお読みのうえ，必要な書類を提出してください。 

 （電子申請システムの操作方法や，申請項目は『電子申請システム操作マニュアル』参照。） 

なお，本手引は全種類（工事，測量・設計等及び物品）の競争入札参加資格について記載してい

ますので，希望する競争入札参加資格の種類に応じた箇所をお読みになり，必要書類を提出してく

ださい。 

 

２ 競争入札参加資格について 

  京都市と契約を締結する際には，京都市が発注する入札への参加のほか，随意契約（入札によら

ない契約方法）の場合でも，原則として，競争入札参加資格が必要です。 

⑴ 資格の種類について 

競争入札参加資格には次の３種類があります。資格の種類ごとに申請を受け付け，審査の結果，

適格と認めた者を京都市競争入札有資格者名簿に登載します（以下「登録」といいます。）。 

資格の種類 対象となる契約 

工 事 建設工事（建設業法第２条第１項に規定する建設工事）の請負等の契約 

測 量 ・ 設 計 等 
工事の設計若しくは監理又は測量，地質調査その他の工事に関する調査，企

画等の委託の契約 

物 品 
物品の購入，売払い，修繕若しくは賃借，製造の請負，印刷，役務の提供（測

量・設計等以外の委託を含む。）又は著作物の使用許諾等の契約 

 

⑵ 資格の登録先について 

  京都市の発注は「京都市」（以下「市役所」といいます。），「京都市交通局」及び「京都市上下

水道局」で別々に行っており，競争入札参加資格の登録も，それぞれで行っています。資格の種

類に応じた登録先は，次のとおりです。 

工 事 
 ･･･ 

「市役所」，「交通局」及び「上下水道局」で別登録となり，希

望する登録先を選択します（複数選択可）。 測 量 ・ 設 計 等 
   

物 品 ･･･登録先の区別はありません（「市役所」，「交通局」及び「上下水道

局」の全てに登録されます。）。 

⑶ 登録種目について 

競争入札参加資格には，その種類に応じて登録種目があり，その中から入札への参加を希望す

る種目を選択し，登録します。 

  登録種目の内容については，別紙１ 登録種目コード表(Ｐ３４～３６)を参照してください。 
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⑷ 資格の有効期間について 

○ 資格の有効期間は，各種類とも４年間（固定期間）です。 

○ 有効期間の最終年度に，資格の更新の申請を受け付けます。 

【資格の有効期間のイメージ】 

年 度 
資 格 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 

工 事 

測量・設計等 

 

 

               

物 品 
 

 

               

 

 

 

３ 競争入札参加資格の要件等 

⑴ 資格の要件 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号（注１）のいずれかに該当する者でないこと。 

イ 引き続き１年以上，当該営業を営んでいること。（注２） 

ウ 法人税又は所得税及び消費税の滞納がないこと。（これらの税のうち，新型コロナウイルス感

染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第３条の規定により読

み替えて適用する国税通則法第４６条第１項の規定によりその納税を猶予されたものを除く。）

（注３） 

エ 京都市の市民税及び固定資産税の滞納がないこと。（これらの税のうち，地方税法附則第５９

条第１項の規定によりその徴収を猶予されたものを除く。）（注３） 

オ 京都市の水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。（「新型コロナウイルス感染症の影響

による水道料金・下水道使用料の支払猶予通知書」により，その支払を猶予されたものを除く。）

（注３） 

カ 建設工事の請負に係る競争入札に参加しようとする者にあっては，次に掲げる要件を満たし

ていること。ただし，小修繕を除く。（注４） 

(ｱ) 建設業法第３条第１項の規定による許可を受けて建設業を営んでいること。 

(ｲ) 同法第２７条の２３第１項の規定による審査（経営事項の審査）を受けていること。 

(ｳ) 次に掲げる届出の義務を履行していること。ただし，当該届出の義務がない者を除く。 

ａ 健康保険法第４８条の規定による届出の義務 

ｂ 厚生年金保険法第２７条の規定による届出の義務 

ｃ 雇用保険法第７条の規定による届出の義務 

キ カに定めるもののほか，法令の規定により，当該営業について免許，許可又は登録等が必要

な場合は，当該免許，許可又は登録等を受けていること。（注５） 

ク 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力

今回の募集対象 
（令和４年１０月 1 日登録） 

平成 30～令和 3 年度登録 令和４～７年度登録 

令和 2～5 年度登録 平成 28～令和元年度 令和６～９年度登録 
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団密接関係者でないこと。 

 

（注１） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号 

⑴ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者 

（注２） 「引き続き１年以上，当該営業を営んでいること」とは，資格の申請日の１年前か

ら，①会社を設立（個人事業主の場合は開業）し，②当該種目について営業実績（売上げ）

があることをいいます。ただし，期間中いつ申請しても，申請日は令和４年６月１７日と

みなし，令和３年６月１８日時点で上記①②の条件を全て満たしており，当該営業を行う

に当たり，法令により，免許，許可又は登録等が義務付けられている場合は，当該免許，

許可又は登録等を同日以前から受けていること。 

※ 個人事業主が法人化して１年に満たない場合でも，個人事業主のときから通算して１

年以上経過している場合は，当該要件に該当しているものとみなします。 

（注３） 新型コロナウイルス感染症に関する国税の納税猶予，地方税の徴収猶予又は水道料

金・下水道使用料の支払猶予の各特例制度を利用している場合に限り，市民税等を滞納し

ている事業者についても競争入札参加資格の要件を満たすものとして取り扱います。 

（注４） (ｱ)～(ｳ)に示す要件とは，次の全てを満たしていることをいいます。 

(ｱ) 登録を申請する工事種目に対応する建設業許可を受けていること。 

(ｲ) 登録を申請する工事種目の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を提出で

きること。 

(ｳ) 上記(ｲ)の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において社会保険（健康保

険，厚生年金保険及び雇用保険）への加入（適用除外を除く。）が確認できること（同通

知書において確認できない場合は，申請時点においては加入していることを証明する書

類を提出すること）。 

（注５） 「測量・設計等」においては，測量法第５５条，建設コンサルタント登録規程第２

条，建築士法第２３条，地質調査業者登録規程第２条，補償コンサルタント登録規程第２

条，土地家屋調査士法第８条等による登録を受けていること。 

 

⑵ 資格の承継 

  競争入札に参加しようとする者に相続，合併その他によって営業の承継があった場合において

は，上記⑴イからオまでに掲げる資格について，前営業者の資格を承継するものとみなします。 

  なお，詳細については事案が発生した際に契約担当に御相談ください。 

 

⑶ 競争入札参加停止 

  登録を受け競争入札に参加しようとする者が，京都市競争入札参加停止取扱要綱別表に掲げる

参加停止事由に該当した場合，一定期間，京都市の入札（随意契約における見積り合せを含みま
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す。）に参加することができません。 

また，新たに資格を申請した者が資格登録前の３年間（令和元年１０月１日～令和４年９月３

０日）に参加停止事由に該当している場合は，資格登録時（令和４年１０月１日）から一定期間，

京都市の入札に参加することができませんので，その旨を書面で資格申請時に申し出てください。

資格登録後に判明した場合は，参加停止期間が更に追加されます。 

  京都市競争入札参加停止取扱要綱は，ホームページ「京都市入札情報館」に掲載しています。 

 

４ 競争入札参加資格の申請について 

⑴  受付対象とする申請 

今回受け付けるのは，「物品」，「工事」又は「測量・設計等」の「資格の新規登録」の申請です。 

また，「工事」又は「測量・設計等」の資格については，「登録種目の変更」の申請も受け付け

ます。（「物品」の登録種目の変更はできません。） 

 

資格の新規登録の申請･･･ 【対象となる者】 

○ 現在，本市の競争入札参加資格を有しておらず，新たに資格の申請を

しようとする者 

○ 現在，「物品」の資格を有しており，今回新たに「工事」又は「測量・

設計等」の資格の申請をしようとする者 

○ 現在，「工事」又は「測量・設計等」の資格を有しており，今回新たに

「物品」の資格の申請をしようとする者 

○ 現在，「市役所」，「交通局」又は「上下水道局」の資格を有しており，

今回新たに他の登録先の資格の申請をしようとする者 

例）現在「市役所・土木工事」のみ登録あり 

→ 新たに「上下水道局・土木工事一式」と 

「交通局・土木工事一式」を追加したい。 

 

登録種目の変更の申請･･･ 

※「工事」又は「測量・設計等」のみ。 

物品の種目変更はできません。 

【対象者】 

○ 現在有している「工事」又は「測量・設計等」の登録種目を変更し

ようとする者 

例）現在「京都市・土木工事」に登録あり 

→ 「京都市・舗装工事」に変更したい。 

  

【御注意ください！】 

※ 今回は，資格の更新手続ではありません。 

現在有効な競争入札参加資格を有している方は，その資格について新たな申請は

不要です。 

※ 「工事」と「測量・設計等」に重複して登録することはできません。 

「工事」又は「測量・設計等」と，「物品」とは，重複して登録することができま

す。 
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※ 本市との取引が次のようなものに限られる方は，申請は必要ありません。 

・ 新聞，雑誌の定期購入など 1 箇月以上継続して履行する契約で，1 箇月当たりの

契約金額が 10,000 円以下であるもの 

・ 1 件当たりの契約金額が 10,000 円以下の物品の購入（修繕，印刷，委託等を含

みません。） 

 

 ⑵ 登録先，登録種目等 

  今回申請できる登録先と登録できる種目の数，資格の有効期間は以下のとおりです。 

（資格の種類に応じ，登録先と登録できる種目の数，資格の有効期間が異なります。） 

資格の種類 
登録先と登録できる種目（注１）の数 

資格の有効期間 
市役所 交通局 上下水道局 

 

工 事 

 

１種目（注２） ２種目まで １種目 
令和４年１０月 １日から 

令和８年 ３月３１日まで 

（３年６箇月間） 
 

測量・設計等 

 

１種目（注３） ２種目まで １種目 

 

物 品 

 

登録先の区別はありません。 

登録できる種目数に制限はありません。 

※登録種目ごとに 1 年以上の営業実績が必要です。 

令和４年１０月 １日から 

令和６年 ３月３１日まで 

（１年６箇月間） 

 

（注１）登録種目は，その内容について１年以上の営業実績が必要です。 

（注２）【市役所のみ】土木・建築の２種目登録について 

下記の条件を全て満たす者に限り，「市役所」の登録種目における土木及び建築の２

種目登録の申請ができます。 

① 土木及び建築の建設業許可を受けており，経営規模等評価結果通知書・総合評定値

通知書の「土木一式」と「建築一式」の両方において総合評定値（Ｐ点）と完成工事

高（２年平均又は３年平均）があること。 

② それぞれの種目で，法令に基づく当該種目の１級又は２級の有資格技術者を１名以

上確保できること（重複不可）。 

（注３）【市役所のみ】測量・土木設計の２種目登録について 

    下記の条件を全て満たす者に限り，「市役所」の登録種目における測量及び土木設計

の２種目登録の申請ができます。 

   ① 測量法に基づく測量業者登録及び建設コンサルタント登録規定に基づく建設コン

サルタント登録を受けており，それぞれが１年間以上の営業実績を有していること

（売上げがあること。）。 

   ② それぞれの種目で技術者を有していること（重複不可）。 
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【小規模修繕業者の登録（「市役所」登録のみ）について】 

「市役所」では，建設業の許可や建設業法に基づく経営事項審査を受けていない小規模事業

者の方でも，受注の機会を確保することができるよう，工事の登録種目の中に「小修繕」の項

目を設け，小規模修繕業務を対象とした登録を受け付けています。 

１ 小規模修繕業務とは 

原状回復を目的とする小規模な修繕業務をいいます。 

入札ではなく，各所管課での見積り合せによる随意契約により発注されます。 

２ 登録申請に当たって必要な資格 

  建設業の許可や建設業法に基づく経営事項審査は必要ありません。 

  その他は，「３ 競争入札参加資格の要件等」を御覧ください。 

 

(3) 提出書類の作成 

  申請の際には，次の書類を提出してください。 

  詳しくは，「７ 提出書類について」（１０ページ～）を参照してください。 

 

提 出 書 類 

○ 書類１申請書 及び，「到達確認画面」   

※電子申請システムから印刷（詳細は「電操マ」Ｐ３７参照） 

○ 書類２審査票  

※「京都市入札情報館」から様式をダウンロード  

○ 添付書類（詳細は「７ 提出書類について」参照）  

※書類５誓約書，書類６同意書（市税），書類７同意書（水道料金）は 

「京都市入札情報館」から様式をダウンロードして入力。印刷して提出す 

るとともに，電子申請システムでファイル添付も必要なので注意！（詳細 

は「電操マ」Ｐ１９参照） 

提出部数  １ 部（１申請者につき１部提出してください。） 

並 べ 方 等 

（次ページ

の図参照） 

○ 書類は次の順に並べてください。 

  ただし，③～⑤は申請する種類の資格のみ。また，「該当者のみ」必要な 

書類は，要件に該当しない場合は不要。 

① 到達確認画面（書類１） 

② 審査票（書類２） 

③ 共通書類（書類１（申請書），３～１４を番号順に） 

④ 工事書類（書類１５～１９を番号順に） 

⑤ 測量・設計等書類（書類２０～２５を番号順に） 

○ 書類はホッチキスなどで綴じずに提出してください。クリップなど外しや 

すい方法で留めることは差し支えありません。 

注 意 事 項 
○ 提出された書類は，一切返却しません。 

申請内容について問い合わせることがありますので，控えを手元に残すな
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⑤測量・設計

等書類 

どしてください。 

また，指定した提出書類以外の書類，パンフレット，返信用はがき等は審

査の支障となりますので，同封されないようお願いします。 

○ いわゆる「消せるボールペン」や鉛筆など，書いた文字を容易に消すこと

ができる筆記用具を用いないでください。 

○ 申請書類の作成，提出に要する費用は，申請者の負担とします。 

○ 申請書類等は日本語で記入してください。外国語で記載したものは日本語

の訳文を添付してください。 

また，申請書類等の金額表示は，外国貨幣額によるものは邦貨額に換算し

て記入してください。 

○ 行政書士でない方が，業として，他人の依頼を受け報酬を得て，京都市を

はじめとした官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反とな

り，１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処されることがあります。 

 

【提出書類の並べ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 申請方法 

  申請は，受付期間内に電子申請システムで入力したデータを送信するとともに，「７ 提出書類

について」の提出書類（上図の①～⑤）を，提出期限までに受付機関（京都市行財政局契約課）

に提出（郵送：消印有効）することで完了します。 

電 子 

申 請 

 

受付期間 
令和４年６月１７日（金）～７月１５日（金） 

 ※初日は午前９時から，最終日は午後６時まで。（期間中は２４時間） 

申請画面 
「京都市入札情報館」（http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/）

からシステムにログインしてください。 

準 備 等 

○ＩＤ，パスワード等の取得は不要。 

○原則として事前のＰＣ設定等も不要。 

○ただし，ＰＣの利用環境等については「京都市入札情報館」の「３ 

電子申請システムの「動作環境」の確認」で確認してください。 

注意事項 
○ 書類５誓約書，書類６同意書（市税），書類７同意書（水道料 

金）は，エクセルファイルを添付する必要があるため，電子申請を 

④工事書類 ②（書類２） 

審査票 

① （書類１） 

到達確認画面 

＋ ③共通書類 

※先頭は（書類

１）申請書 

登録申請しない資格の書類は提出

不要。（物品は個別書類なし。） 
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行うまでに，「京都市入札情報館」に掲載されている様式をダウンロ 

ードし，入力してファイルを完成させておいてください。 

○ 電子申請のデータ送信の際に，「送信確認画面」の「印刷用表示」

ボタンで申請書を，また，「到達確認画面」で番号が表示されている

画面を印刷し，紙書類も提出する必要があります。必ず印刷を行っ

てください。 

 

 

 

提 出 

書 類 

郵 送 

受付期間 令和４年６月１７日（金）～７月１５日（金）【消印有効】 

送 付 先 

〒６０４－８５７１ 

 京都市行財政局管財契約部契約課 資格申請受付担当 

※ 住所は記載不要です。 

※ 別紙２【提出用封筒宛名用紙】（Ｐ５８）を，レターパック等

の宛名面に，はがれないように貼り付けて，発送してください。 

発送方法 

○ レターパック，又は簡易書留郵便での郵送に限ります。 

○ レターパック（郵便の場合は角２判の封筒）に，申請書類を折 

らずに入れてください。 

注意事項 

○ 受領書等の発行はしません。返信用封筒を同封された場合でも

対応できませんので，簡易書留郵便の控えを保存されるか，必要

な方は，配達証明付き郵便等をご利用ください。 

○ 行政書士などが複数の申請者の申請書類を提出される場合，申

請書類は１者ずつ別々に送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】 

電子申請を行わずに提出書類を郵送するのみで
は申請は完了しませんので御注意ください！ 

用紙を切取線で切り取り、レターパ

ックの枠に合わせて貼りつける。 
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⑸ 審査及び結果通知 

ア 不備の補正 

  申請書類等に不備があった場合は，電子申請システム内で補正・修正等の指示を送信すると

ともに，電子申請画面「２ 申請担当者の入力」の「連絡先（メール）」に連絡しますので，必

要に応じて電子申請システム内で修正入力のうえ，提出書類の不備があれば指定した期日まで

に再提出してください。（電子申請システムでの補正・修正等の詳細は「電操マ」Ｐ４７） 

イ 資格の承認ができない場合 

  次のような場合は，資格の承認ができません。 

○ 申請に当たって必要な資格を欠くことが判明したとき。 

○ 申請書等の入力内容に不備があるとき又は虚偽があることが判明したとき。 

○ 受付時間外又は受付期間外に申請・書類提出があったとき。 

ウ 結果通知 

  審査の結果は，令和４年９月下旬に，電子申請システム内で「審査結果通知書」を送信する

ことで通知しますので，御確認ください。（電子申請システムでの審査結果通知の詳細は「電操

マ」Ｐ４４） 

  なお，書面郵送による通知は行いませんので御注意ください。 

エ 名簿への登載 

  審査の結果，適格と認めた者を令和４年１０月１日付けで京都市競争入札有資格者名簿に登

載します。名簿は，一般の閲覧に供するほか，「京都市入札情報館」で公開します。 

 

５ 資格登録後の届出及び報告について 

⑴ 記載事項変更届 

  資格の登録後，申請した内容（代表者，受任者，住所又は所在地，使用印鑑等）に変更が生じ

たときは，登録先に速やかに書面で届け出てください。 

  申請内容に変更が生じた場合の届出用紙その他必要書類は，下記問合せ先のホームページを参

照してください。 

（2）競争入札参加停止事由に該当した場合の報告 

  京都市競争入札参加停止取扱要綱別表に掲げる事由が生じた場合等は，速やかに書面で報告し

てください。同要綱は，「京都市入札情報館」にて参照することができます。 

 
６ 問合せ先 

○ 京都市行財政局管財契約部契約課 （工事，測量・設計等） ０７５－２２２－３３１３ 

                 （物 品）     ０７５－２２２－３３１５ 

     〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

ＨＰ（京都市入札情報館）：https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ 

○ 京都市交通局企画総務部総務課契約担当 ０７５－８６３－５０９５ 

〒６１６－８１０４ 京都市右京区太秦下刑部町１２番地 

ＨＰ：https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000156985.html 

○ 京都市上下水道局総務部契約会計課 ０７５－６７２－７７２８ 

〒６０１－８１１６ 京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地３ 

ＨＰ：https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/category/174-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
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７ 提出書類について 【提出部数：各１部】 

提出の前に，必ず自己チェックをお願いします。 

○ 共 通 提出書類（◎：必須  △：該当者のみ提出）（「８共通提出書類作成要領」） 

書類
番号 

書       類       名 
法
人 

個
人 

様式・体裁等 チェック 

１ 
申請書 ＜１２ページ＞ 

 ＋到達確認画面【電操マ８参照】 
◎ ◎ 

電子申請システムでデ
ータ送信時に印刷 
（両面印刷） 

 

２ 審査票 ＜１２ページ＞ ◎ ◎ 
「京都市入札情報館」
から市指定様式をダウ
ンロード 

 

３ 印鑑証明書 ＜１２ページ＞ ◎ ◎ 原本（写し不可）  

４ 

① 使用印鑑届 ／ ② 委任状兼使用印鑑届 

＜１３ページ＞ 

※受任者を設定する場合は②を提出。 

◎ ◎ 
「京都市入札情報館」
から市指定様式をダウ
ンロード 

 

５ 誓約書 ＜１４ページ＞ ◎ ◎ 「京都市入札情報館」
から市指定様式をダウ
ンロード 

※５～７は，紙提出と
ともに，システムでエ
クセルファイルを添付
する必要あり 

※印刷は片面印刷で 

 

６ 
調査同意書（京都市税） ＜１５ページ＞ 

※コロナ特例徴収猶予利用は「１２」も提出 
◎ ◎  

７ 
調査同意書（水道料金・下水道使用料） 

＜２０ページ＞ 
◎ ◎  

８ はがき 【不要】   
今回の補充登録では，
はがきはなし 

 

９ 
履歴事項全部証明書（登記簿謄本）  

＜２１ページ＞ 
◎  

法人のみ提出 

原本（写し不可） 
 

10 

納税証明書（国税等） ＜２２ページ＞ 

※国税の「特例制度」（新型コロナウイルス感染 

症にかかる徴収猶予）を利用していない場合のみ 

△  納税証明書「その３の
３」原本（写し不可） 

 

 △ 納税証明書「その３の
２」原本（写し不可） 

 

11 

未納税金目録等（国税等）＜２２ページ＞ 

※国税の「特例制度」（新型コロナウイルス感染

症にかかる徴収猶予）を利用している場合のみ 

△ △ 写し可  

12 

(1)市税の「特例制度」（徴収猶予）に係る許可通

知書 

(2)上記(1)に係る納税証明書（京都市税） 

＜２３ページ＞ 

※１ 市税の「特例制度」（新型コロナウイルス

感染症にかかる徴収猶予）を利用している場合

のみ 

△ △ 
(1)は写し可 

(2)原本（写し不可） 
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※２ (1)・(2)をいずれも提出すること。 

※３ (2)は，市民税（個人市民税又は法人市民税）

及び固定資産税に係るものに限る。 

13 

所得証明書（令和３年度） ＜２４ページ＞ 

※１ 物品登録申請の個人で，市税が課税されて
おらず，令和３年１月１日時点で京都市に住
民票がある方 

※２ 令和２年中の所得の証明 

 △ 原本（写し不可）  

14 
確定申告書（写し）及び 収支内訳書（写し） 

＜２５ページ＞ ※物品登録申請の個人のみ 

 △ 写し可  

 

○ 工 事 提出書類（◎：必須  △：該当者のみ提出） （「９工事提出書類作成要領」） 

書類
番号 

書       類       名 
法
人 

個
人 

様式・体裁等 チェック 

15 建設業許可証明書又は通知書 ＜２６ページ＞ ◎ ◎ 

 

写し可 

 

 

16 
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

＜２６ページ＞ 
◎ ◎  

17 技術職員名簿 ＜２７ページ＞ ◎ ◎  

18 技術者経歴書（小修繕のみ）＜２８ページ＞ △ △ 

「京都市入札情報館」
から市指定様式をダウ
ンロード 

 

19 その他証明書 ＜２８ページ＞ △ △ 写し可  

 

○ 測量・設計等 提出書類（◎：必須  △：該当者のみ提出） 

（「10 測量・設計等提出書類作成要領」） 

書類
番号 

書       類       名 
法
人 

個
人 

様式・体裁等 チェック 

20 登録証明書又は登録通知書 ＜２９ページ＞ ◎ ◎ 写し可  

21 技術者経歴書（測量・設計等）＜２９ページ＞ ◎ ◎ 

「京都市入札情報館」
から市指定様式をダウ
ンロード 

 

22 現況報告書等 ＜３０ページ＞ △ △ 

写し可 

 

23 財務諸表等 ＜３１ページ＞ △ △  

24 技術者の資格証明書等 ＜３１ページ＞ △ △  

25 その他証明書 ＜３２ページ＞ △ △  
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

８ 共通提出書類作成要領 

  「工事」，「測量・設計等」，「物品」のいずれの資格に登録を申請する場合でも提出が必要な書類 

 です。（工事提出書類はＰ２６～，測量・設計等提出書類はＰ２９～に記載 ※物品は個別なし） 

    

 

書類１ 申請書 （＋到達確認画面） 必須  

【取得方法】 

□ 電子申請システムで入力を完了し，データ送信時に「送信確認画面」から印刷してください。

「申請書（送信確認画面から）」の印刷等についての詳細は「電操マ」Ｐ３７参照。 

□ 申請書は，「工事」，「測量・設計等」，「物品」の全てのページが印刷されるので，その中から，

「共通項目」ページ、及び今回申請する資格についてのページを提出してください。 

（今回申請しない（入力されていない）資格のページは破棄してください。） 

□ 必ず表裏の両面印刷としてください（片面印刷で裏面白紙とはしないでください。）。 

□ また，「到達確認画面」も印刷してください。（詳細は「電操マ」Ｐ４０参照。） 

 

書類２ 審査票 必須  

 提出された申請書類の審査等に用います。 

【取得方法】 

□ 「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請について」）に様式が 

掲載されているので，ダウンロードして印刷してください。 

【作成上の注意】 ※別紙５の記載例も参照 

□ 太枠内（会社名等（商号，屋号又は名称），登録種目など）を記入してください。 

 なお，太枠内以外は京都市の審査で使用しますので，何も記入しないでください。 

□ 登録種目は「市役所」へ登録を行う種目名を記入してください。「市役所」への登録を行わない

場合は，「交通局」又は「上下水道局」登録種目を記入してください。 

□ 提出時に提出書類を確認いただき，「提出時確認」欄へのチェックをお願いします。 

 

書類３ 印鑑証明書【原本のみ】 必須  

【取得方法】 

 法人は法務局に，個人は市区町村に請求してください。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

【注意事項】 

□ 令和４年３月１８日以降発行のものとしてください。 

□ 原本を提出してください（コピー不可）。 

 

書類４ 「使用印鑑届」又は「委任状兼使用印鑑届」 必須 

 京都市との取引の際に使用する印鑑を届けるものです。 

 入札，契約に関する権限を代表者以外の人（受任者）に委任する場合は，「委任状兼使用印鑑届」

を用いて，受任者とその使用印鑑を届けてください。 

【取得方法】 

□ 「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請について」）に様式が 

掲載されているので，ダウンロードして印刷してください。 

【記入上の注意】 ※別紙５の記載例も参照 

□ 受任者の有無に応じ，いずれかを提出してください。 

  ・受任者を置かない場合･･･「使用印鑑届」を提出 

  ・受任者を置く場合･･･････「委任状兼使用印鑑届」を提出 

□ 記入内容の訂正をしないこと（誤記を訂正印で訂正したものは受け付けられません。）。 

□ 「日付」は，提出日又は作成日を記入してください。 

□ 印影が鮮明になるように押印してください（不鮮明なものは受け付けられません。）。 

 

使用印鑑届の記入上の注意 

届出者 

□ 書類１（申請書）の「［１３］商号又は名称」欄に入力した「商号又は

名称」及び「［１４］代表者」欄に入力した代表者の「役職」・「氏名」を

記入してください（フリガナ不要）。 

使用印鑑 

□ 本市との契約に使用する印鑑を押印してください。 

□ 実印を使用印鑑として使用する場合には，使用印鑑欄に実印を押印し

てください。 

□ 下記の使用印鑑に関する注意事項に適合した印を用いてください。 

 

委任状兼使用印鑑届の記入上の注意 

届出者 

委任者 

□ 書類１（申請書）の「［１３］商号又は名称」欄に入力した「商号又は

名称」及び「［１４］代表者」欄に入力した代表者の「役職」・「氏名」を

記入してください（フリガナ不要）。 

受任者 □ 書類１（申請書）の「［２８]受任者の有無］欄で「あり」にチェック
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

をした場合に，「［３０］支店等の名称」欄以降に入力したのと同じ内容

を記入してください（フリガナ不要）。 

□ 受任者が本市との契約に使用する印鑑を押印してください。 

□ 下記の使用印鑑に関する注意事項に適合した印を用いてください。 

 

【使用印鑑に関する注意事項】 

□ 必ず，使用する者（代表者又は受任者）の職名印又は氏名印を使用してください。 

□ 氏名印を使用する場合は，社名印を併用してください。＜上図 例１，例２＞ 

□ 社名印，事業所印などは，併用する印鑑として用いてください（社名印のみ，事

業所印のみは認められません）。＜下図 例１，例２＞ 

□ 肩書等が一致していない印鑑は使用印鑑として認められません。＜下図 例３＞ 

  （例） 代表取締役でない受任者が代表取締役の肩書の印を使用する場合 

 

（例）京都株式会社 代表取締役 御池太郎 の場合 

使用を 

認める印影 

（例１）職名印     京都株式会社 代表取締役之印 

（例２）氏名印＋社名印 御池太郎 京都株式会社 

（例３）氏名印＋社名印 御  池 京都株式会社 

使用を 

認められない 

印影 

（例１）社名印のみ    京都株式会社 

（例２）事業所名の印のみ 京都株式会社 中京営業所之印 

（例３）肩書不一致の印  京都株式会社 社長之印 

  

 

書類５ 誓約書 必須   【変更あり：押印不要】 

京都市暴力団排除条例第１３条に基づき暴力団員等及び暴力団密接関係者を排除するための， 

同条例施行規則に定める誓約書です。（資格要件に抵触する場合は登録が認められません。） 

  誓約書に記載された役員等の情報は，同条例第１６条に基づく暴力団員等及び暴力団密接関係

者であるかどうかの照会のため，京都府警察本部に提供します。また，その他同条例に基づく暴

力団排除措置のために用いるものとし，それ以外の目的には使用しません。 

 

【取得・作成方法】 

□ 「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請について」）」に様式が 

掲載されているので，ダウンロードして入力してください。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

□ 入力後，印刷（片面印刷）したもの（紙書類）を提出してください。 

□ なお，入力したファイル自体も電子申請時にシステム上で添付してデータ送信します。 

（誓約書ファイルの添付方法等の詳細は「電操マ」Ｐ１９参照。 

【入力上の注意】 ※別紙５の記載例も参照 

□ 「日付」は，提出日又は作成日を入力してください。 

□ 代表者名で作成してください。なお，印刷したものに押印は不要です。 

□ 様式下欄の「誓約者並びにその役員及び使用人の名簿」欄には，次の者を⑴→⑵の順に入力し

てください。 

  ⑴ 役員等 

ア 法人の場合 書類９（履歴事項全部証明書（登記簿謄本））に掲載されている全ての役

員（執行役，監査役を含み，会計監査人を含まない。） 

※ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）に記載されている順番どおりに入

力してください。 

イ 個人の場合 事業主（誓約者）本人 

   ⑵ 使用人（上記⑴の者を除く。） 

ア 京都市内にある本店又は営業所等において，支配人，店長，営業所長，事務所長その

他いかなる名称を有する者であるかを問わず，当該営業所等の業務を統括する者 

イ 上記アの営業所等において，部長，次長，課長，支店次長，副支店長，副所長その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業の利益に重大な影響を及ぼす業務の

全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し，又は上記アの者の権限

を代行し得る地位にある者 

ウ 受任者を定める場合は，受任者（上記ア又はイの者を除く。） 

□ 生年月日は，和暦（元号）で入力してください。その際，元号は，明治は「M」，大正は「T」， 

昭和は「S」，平成は「H」，令和は「R」を選択してください。 

□ 性別は，「Ｍ（男）」又は「Ｆ（女）」を選択してください。 

□ 名簿記載の人数が多く複数枚にわたる場合は，２枚目（シート）以降にも入力のうえ，各シー

トの右上にページ番号と総枚数を入力してください。 

 

 

書類６ 調査同意書（京都市税） 必須 

  京都市税（市民税及び固定資産税）の納税状況について，資格の審査及び資格有効期

間中の確認のため，京都市が関係公簿を調査することに同意していただくものです。 

  同意に基づき京都市が調査・確認するため，区役所等で納税証明書等の発行を受ける

必要はありません。 

※ 監査役，受任者の記入漏れがある

ケースが多いので，御注意ください。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

 

※  ただし，市税について，新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な納税者等へ

の徴収猶予の「特例制度」を利用している場合は，この同意書に加えて，書類１２（許可通

知書／納税証明書））の提出が必要です。 

 

【取得・作成方法】  

□ 「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請について」）」に様式が 

掲載されているので，ダウンロードして入力してください。 

□ 入力後，印刷（片面印刷）したもの（紙書類）を提出してください。 

□ なお，入力したファイル自体も電子申請時にシステム上で添付してデータ送信します。 

（同意書（京都市税）ファイルの添付方法等の詳細は「電操マ」Ｐ１９参照。 

【記入上の注意】 ※別紙５の記載例も参照 

□ 納税義務の有無にかかわらず，必ず提出してください。 

□ 「日付」は，提出日又は作成日を入力してください。 

□ 書類１（申請書）の【共通項目１】で入力した「[１２]所在地」，「［１３］商号又は名称」

及び「［１４］代表者（の役職・氏名）」を入力してください（フリガナ不要）。 

□ 令和３年度課税における京都市の市民税及び固定資産税（償却資産を含む。）の課税の

有無をチェックしてください。 

□ 課税の有無で選択した内容に応じ，下記のとおり必要事項を入力し，又は必要書類を提出して

ください。 

 

選択した内容 必要事項 

京都市の市民税又は固

定資産税を 

『課税されている』 

次ページの要領に従い，次の番号のいずれかを入力してください。 

○ 個人市民税（普通徴収）又は固定資産税の「納税者コード」 

○ 法人市民税の「管理番号」（法人のみ） 

 

（注意） 

  新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納税が困難な

納税者等への徴収猶予の「特例制度」を利用している場合は， 

 ⇒ 書類１２も提出 

京都市の市民税及び固

定資産税の 

『いずれも課税されて

いない』 

個人事業主で京都市内に令和３年１月１日現在住民票がある場合 

  ⇒ 書類１３も提出 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

※ 「納税者コード」又は「管理番号」が未入力の場合や，入力内容が誤っているときは，納

税状況の調査を行えませんので，十分御注意ください。（納付書番号とは異なります。） 

※ 納税状況の調査を行えない場合は，後日，納税証明書の提出を求めることがあります。 

※ 納税証明書のその事項欄に，「未納額の全てが納期未到来である」旨の記載がある場合も申

請書類として利用可能とします。 

 

【 納税者コード の入力要領】 

①  次の書類（いずれか１つ）を御用意ください。 

 ・「市民税・府民税納税通知書兼税額決定通知書」（１８ページの見本１を参照） 

 ・「固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書」（１８ページの見本２を参照） 

 ・「固定資産税（償却資産）納税通知書」（１９ページの見本３を参照） 

  ※ 上記以外に，市税の領収証書にも同じ情報が記載されています。 

② 「年度」欄の記入 

  見本のアの箇所（書類の左上）に表示されている課税の「年度」を転記してください。 

③ 「税目」欄の記入 

  見本のイの箇所（書類の左上）に表示されている税目を見て，該当する税目にチェックを付け

てください。 

④ 「納税者コード」欄の記入 

  見本のウの箇所（書類の宛名欄の下）に表示されている「納税者コード」の数字を転記してく

ださい。 

【 管理番号の記入要領】 

① 法人市民税の申告書（１９ページの見本４）をご用意ください。 

② 見本のエの箇所（書類の右上）に表示されている「管理番号」の数字（８桁）を転記してくだ

さい。 

（注意） 

・ 管理番号は，番号利用法（マイナンバー法）により国税庁から指定・通知される番号ではあ

りません。 

・ 管理番号の上２桁は，１０から４０の偶数です。 

・ 管理番号は納付書番号とは異なります。 

【 番号が分からない場合】 ※京都市契約課でお答えすることはできません。 

 各通知書の控えを紛失された等で，経理部門や税理士等に確認していただいても，どうしても納税

者コード又は管理番号が分からない場合のみ，別の様式をお渡しします。 

【重要】 
  「京都市の市民税又は固定資産税を課税されている。」を選択した場合は，

１８・１９ページの見本で掲載している各種通知書等を参考に，個人市民税（普

通徴収）若しくは固定資産税の「納税者コード」，又は法人市民税の「管理番

号」のいずれか１つを入力してください。 

  なお，市税事務所では番号の問合せにはお答えしておりません。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

 見本１  市民税・府民税納税通知書兼税額決定通知書 

 

 

 

 見本２  固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書 

 

イ ア 

ウ 

ア イ 

ウ 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

 見本３  固定資産税（償却資産）納税通知書

 

 

 見本４  法人市民税申告書 

 

ア イ 

ウ 

エ 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

書類７ 調査同意書（水道料金・下水道使用料） 必須 

  京都市の水道料金及び下水道使用料の納付状況について，資格の審査及び資格有効期間

中の確認のため，京都市が関係公簿を調査することに同意していただくものです。 

  同意に基づき京都市が調査・確認するため，上下水道局の営業所等で納付証明書の発

行を受ける必要はありません。 

 

【取得・作成方法】 

□ 「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請について」）」に様式が 

掲載されているので，ダウンロードして入力してください。 

□ 入力後，印刷（片面印刷）したもの（紙書類）を提出してください。 

□ なお，入力したファイル自体も電子申請時にシステム上で添付してデータ送信します。 

（同意書（水道料金等）ファイルの添付方法等の詳細は「電操マ」Ｐ１９参照。 

【記入上の注意】 ※別紙５の記載例も参照 

□ 調査対象となる水道使用者名義の有無にかかわらず，必ず提出してください。 

□ 「日付」は，提出日又は作成日を入力してください。 

□ 書類１（申請書）の【共通項目１】で入力した「[１２]所在地」，「［１３］商号又は名称」

及び「［１４］代表者（の役職・氏名）」を入力してください（フリガナ不要）。 

□ 調査対象となる水道使用者名義の有無について，次の区別により「ある」又は「ない」の該当

する方にチェックをしてください。 

  なお，「ない」に該当する場合でも，調査同意書の提出は必要です。 

区   分 条   件 

調査対象となる 

水道使用者名義が 

ある 

 次の①及び②のいずれにも該当する場合 

① 京都市内に事業所，事務所等（以下「事業所等」といいます。）

があること。 

② 当該事業所等の水道の使用者名義が，次に該当すること。 

  法人の場合･･･法人名義  ※代表者の個人名義は含みません。 

  個人の場合･･･代表者名義  ※親族名義等は含みません。 

※ 使用者名義は，「水道使用水量のお知らせ」等で確認できます。 

※ 複数の事業所等がある場合は，そのうち１つでも上記に該当

すれば，「調査対象となる使用者名義がある」にチェックしてく

ださい。 

調査対象となる 

水道使用者名義が 

ない 

 上記に該当しない場合 

 例）・ 京都市内に事業所等がない場合 

   ・ ビル又はマンション等で家主に支払う賃借料（共益費）
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

に水道料金等が含まれているなど，直接に水道の使用者名

義になっていない場合 

   ・ 工事現場等における一時使用（臨時栓を含みます） 

□ 「調査対象となる水道使用者名義がある」にチェックをした場合は，次の要領により，該当す

る事業所等の「検針区」，「使用者コード」，「水栓番号」及び「使用者名」（以下「お客さま番号等」

という。）を入力してください。 

記入対象 

 上記の「調査対象となる水道使用者名義がある」場合の①及び②に該当する事

業所等（京都市内にある事業所等で，水道の使用者名義が，法人にあっては法人

名義，個人にあっては代表者名義であるもの）のお客さま番号等(※) 

※ 上記条件に該当しない事業所等のお客さま番号等は入力しないでください。 

記入要領 

○ 「検針区」，「使用者コード」，「使用者番号」，「水栓番号」及び「使用者名」

の欄に，「水道使用水量のお知らせ」等に記載されている内容を正確に入力し

てください。 

○ 京都市内に複数の事業所等がある場合，記入対象に該当する全ての事業所

等に係るお客さま番号等を入力してください。 

○ 市内の事業所等が多く複数枚にわたる場合は，２枚目（シート）以降にも入

力のうえ，各シートの右上（日付欄の下）にページ番号と総枚数を入力してく

ださい。 

留意事項 
○ お客さま番号等が未入力の場合や，記入内容が誤っているときは，納付状況

の調査を行うことが出来ませんので，十分御注意ください。 

 

 

書類８ はがき 不要 

  今回の登録申請では不要です。 

（資格登録の更新申請の際に本市から登録事業者の方に送付するもので，今回は存在し 

ません。） 

 

書類９ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）【原本のみ】法人のみ必須 

【取得方法】 

 法務局に請求してください。 

【注意事項】 

□ 法人のみ提出してください。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

□ 「現在事項証明書」は不可です。 

□ 令和４年３月１８日以降発行のものとしてください。 

□ 原本を提出してください（コピー不可）。 

 

書類１０ 納税証明書（国税等）【原本のみ】 該当者のみ 

【取得方法】 

 所在地を管轄する税務署に請求してください。 

 なお，税務署窓口での書面による請求のほか，オンラインでの請求が可能です。詳しくは e-tax

ホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）を参照してください。 

【注意事項】 

□ 法人税又は所得税と，消費税及び地方消費税（以下「消費税」といいます。）の未納がないこと

の証明書を提出してください（消費税の納税義務の有無にかかわらず提出してください）。 

□ 令和４年３月１８日以降発行のものとしてください。 

 

申請者 提出する証明書 

法人の場合 
納税証明書「その３の３」 

（法人税と消費税及地方消費税） 

個人の場合 
納税証明書「その３の２」 

（申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税） 

 

※ ただし，国税について，新型コロナウイルス感染症影響により納税が困難な納税者等への

納税の猶予の特例（特例猶予）を利用している場合は，この「納税証明書」（提出不要）に代

えて，特例制度を利用していることを証明する書類（書類１１（未納税金目録等（国税等））

を提出してください。 

 

書類１１ 未納税金目録等（国税等） 該当者のみ 

国税（法人税又は所得税と，消費税及び地方消費税）について，新型コロナウイルス感染症の 

影響により納税が困難な納税者等への，「納税の猶予の特例（特例猶予）※新型コロナ臨時特例法 

第３条により国税通則法第４６条第１項」を利用している場合は，書類１０（納税証明書）に代 

えて，特例猶予を利用していることを証明するために，以下の書類を提出してください。 

 

【取得方法】 

 所在地を管轄する税務署に請求してください。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

【注意事項】 

□ 国税の特例制度を利用している場合のみ，提出が必要です。 

□ その他の原因による「納税の猶予」や，コロナウイルス感染症の影響であっても「換価の猶予  

 ※国税徴収法第１５１条等」等は対象外です。これらは通常の滞納と同様の扱いになり，参加資 

 格要件を満たさない（＝登録できない）ので御注意ください。 

□ 猶予期間が終了している場合も対象外であり，上記と同様に滞納の扱いになります。 

□ 令和４年３月１８日以降発行のものとしてください。 

 

 対象税目 提出する証明書 

法

人

の

場

合 

法人税・消費税

の両方で利用 

① 【法人税・消費税】未納税金目録（写し可） 

②上記①に記載されている法人税・消費税についての納税の猶予許

可通知書（写し可） 

法人税のみで利

用 

① 【法人税】未納税金目録（写し可） 

②上記①に記載されている法人税についての納税の猶予許可通知書

（写し可） 

③ 【消費税】納税証明書「その３」【原本のみ】 

消費税のみで利

用 

① 【消費税】未納税金目録（写し可） 

②上記①に記載されている消費税についての納税の猶予許可通知書

（写し可） 

③【法人税】納税証明書「その３」【原本のみ】 

個

人

の

場

合 

所得税・消費税

の両方で利用 

① 【所得税・消費税】未納税金目録（写し可） 

②上記①に記載されている所得税・消費税についての納税の猶予許

可通知書（写し可） 

所得税のみで利

用 

① 【所得税】未納税金目録（写し可） 

②上記①に記載されている所得税についての納税の猶予許可通知書

（写し可） 

③【消費税】納税証明書「その３」【原本のみ】 

消費税のみで利

用 

① 【消費税】未納税金目録（写し可） 

②上記①に記載されている消費税についての納税の猶予許可通知書

（写し可） 

② 【所得税】納税証明書「その３」【原本のみ】 

 

書類１２ 許可通知書／納税証明書（市税） 該当者のみ 

京都市税（市民税及び固定資産税）が課税されている方で，新型コロナウイルス感染症の影響 

  により納税が困難な納税者等への「徴収の猶予の特例制度 ※地方税法附則第５９条第１項」を 

  利用している場合は，書類６（調査同意書（京都市税））に加えて，特例制度を利用しているこ 

  とを証明するために，以下の書類を提出してください。 
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

【取得方法】 

 「許可通知書」：京都市市税事務所納税室から通知 

 「納税証明書」：区役所・支所市民窓口課，出張所及び証明書発行コーナー（郵便請求可） 

【注意事項】 

□ 特例制度を利用している場合のみ，提出が必要です。 

□ コロナウイルス感染症の影響以外の原因による「徴収猶予」や，コロナウイルス感染症の影響 

 であっても，「換価の猶予 ※地方税法第１５条の５，６」は対象外です。 

通常の滞納と同様の扱いになり，参加資格要件を満たさない（＝登録できない）ので御注意く 

ださい。 

□ 猶予期間が終了している場合も対象外であり，上記と同様に滞納の扱いになります。 

□ 納税証明書は原則として原本を提出してください。 

提出要件 必要事項 

・書類６（調査同意書（京都市税））

で，『京都市の市民税又は固定資産

税を課税されています』にチェック 

かつ 

・京都市税について，新型コロナウ

イルス感染症の影響により納税が

困難な納税者等への徴収猶予の「特

例制度」を利用している 

   

①  徴収猶予の「特例制度」に係る許可通知書（写

し可）  

② 上記①に係る納税証明書（市民税（個人市民税

又は法人市民税）及び固定資産税に係るもの） 

 

を併せて提出してください。 

 

書類１３ 所得証明書【原本のみ】 該当者のみ 

【取得方法】 

 区役所・支所市民窓口課，出張所，証明書発行コーナー及び市税事務所市民税第 1 担当に請求

（郵便請求可） 

【注意事項】 

□ 個人事業主で，かつ，京都市内に令和３年１月１日時点で住民票がある方で，京都市税（市民 

税，固定資産税）のいずれも課税されていない方は提出してください。 

□ 所得証明書は原本を提出してください。（写し不可） 

提出要件 必要事項 

・京都市の市民税及び固定

資産税の『いずれも課税さ

れていません』 

・個人事業主で，かつ京都市

内に令和３年１月１日時点

で住民票がある 

令和３年度の「所得証明書（原本）」（令和２年中の所得の証明）を 

提出してください。  
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８ 共通提出書類 作成要領 

 

※ 所得証明書に『市・府民税は〇年〇月〇日現在，課税されていません』」と表示されている

ものは，所得の申告がされていないことを示していますので，受け付けられません。 

  この場合は，必要な証明年度の１月１日に住んでいた地域を担当する市税事務所市民税担

当に，市・府民税の申告書を提出したうえで，証明を受けてください（証明書の発行には，

調査・賦課決定のため，通常１週間程度かかります。）。 

申告義務のない場合も，同様にして所得証明書を提出してください。 

 

書類１４ 確定申告書及び収支内訳書（写し可） 物品・個人のみ 

【取得方法】 

 所在地を管轄する税務署で取得してください。 

【注意事項】 

□ 物品に登録を希望する個人のみ提出してください。 

 □ 令和４年６月１７日から直前１年間の決算期分のものを提出してください。 

  

 

【収支内訳書について】 

青色申告の場合は，確定申告書（Ｂ）及び青色申告決算書（４枚）を提出してください。 

白色申告の場合は，確定申告書（Ｂ）及び収支内訳書を提出してください。 
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９ 工事提出書類 作成要領 
 

 

９ 工事提出書類記載要領 

書類１５ 建設業許可証明書又は通知書（写し可） 必須 

資格要件として，「工事登録業者は建設業許可を得ていること」としているため，提出を求めて 

 います。ただし，「小修繕」のみに申請する場合は，提出の必要はありません。 

 

 【注意事項】 
□ 登録希望でない種目も含め，許可を得ている全ての「建設業許可通知書」又は「建設業許

可証明書」を提出してください。 

※ 「建設業許可証明書」については，各地方整備局・都道府県によって「許可確認願」

等，異なる名称で交付する場合がありますので，許可を得ている機関に御確認ください。 

□ 申請種目に該当する業の許可日が平成２９年６月１８日以降（有効期限が令和４年６月１

７日以降）のものとしてください。 

□ 更新申請中の場合は，現在手元にある通知書と，更新申請中である旨が分かる書類を提出

し，更新完了後速やかに建設業許可通知書を提出してください。 

 

書類１６ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し可）必須  

資格要件として，「工事登録業者は経営事項審査を受けていること」としているため，提出を求 

めています。ただし，「小修繕」のみに申請する場合は，提出の必要はありません。 

 

 【注意事項】 

□ 審査基準日が令和２年１１月１８日以降で，かつ審査結果通知日が令和４年６月１７日以

前のものとしてください。 

□ 次の①～③の要件を全て満たしていることが必要です。満たしていない場合は申請できま

せん。 

① 登録を申請する種目に対応する工事種目の総合評定値（Ｐ点）があること。 

② 登録を申請する種目に対応する工事種目の完成工事高（２年平均又は３年平均）が

“０”でないこと。 

③ その他の審査項目（社会性等）の「雇用保険加入の有無」，「健康保険加入の有無」「厚

生年金保険加入の有無」の数値等欄が「無」でないこと。 

※ 上記が「無」の場合は，次の書類を提出してください（令和４年４月以降に建設業 

許可を受けている場合を除く。）。 

ア 雇用保険の加入の確認書類：ａ及びｂ 又は ｃ、ｄのいずれか 

ａ 「労働保険概算・確定保険料申告書」 
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９ 工事提出書類 作成要領 
 

 

ｂ ａにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」 

ｃ 「雇用保険被保険者資格取得等通知書」（事業主通知用） 

ｄ 雇用保険適用事業所設置届出事業主控（提出先の受付済印があるもの） 

イ 健康保険・厚生年金保険の加入の確認書類：ａ～ｅのいずれか 

ａ 保険料納付に係る「領収証書」 

ｂ 保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」 

ｃ 保険料納付に係る「社会保険納入確認書」 

ｄ 「健康保険・厚生年金保険取得確認及び標準報酬決定通知書」 

ｅ 加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」（提出先の受付

済印があるもの） 

□ インターネットからダウンロードしたものは認めません。 

□ 通知書を紛失した場合は，経営規模等評価結果通知書を交付している機関が発行する証明書

でも構いません。 

 

書類１７ 技術職員名簿 必須  

 書類１６（経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書）に関する審査の申請時に添付して 

いたものが提出対象です。 

⇒ 「小修繕」のみに申請する場合は，提出の必要はありません。（書類１６もないため） 

 

 【注意事項】 ※別紙５の記載例も参照 

□ 上記申請時と現時点で記載技術者の雇用状況に変化があっても，追加や削除等の訂正はしな

いでください。 

□ 土木・建築の２種目登録を希望する場合は，以下を追記してください。  

  〇 全ての職員について，いずれの種目の職員としてカウントするかが分かるように，業種コー

ドを〇で囲んでください。 

〇 大企業及び京都市外業者については，京都市を担当とする支社等に属し，京都市発注の工事

に従事可能な技術者のみ○で囲んでください。 

※ ２種目登録に必要な法令に基づく当該種目の１級又は２級の有資格技術者であることを技術職員名簿 

で確認できないが，令和４年６月１７日時点で要件を満たす技術者がいる場合は，書類１８（技術者経 

歴書（工事））に記載し資格者証（法令に基づく１級又は２級の免許等）を添付することができます。ま 

た，技術職員名簿に記載がないが，令和４年６月１７日時点で要件を満たす技術者がいる場合は，書類 

１８（技術者経歴書（工事））に記載し，常勤雇用を確認できる書類（健康保険・厚生年金保険被保険者 

標準報酬決定通知書，会社名の記載のある健康保険証等）を添付することができます。 
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９ 工事提出書類 作成要領 
 

 

書類１８ 技術者経歴書（工事） 該当者のみ 

原則として小修繕登録の場合のみ提出してください。  

 

【小修繕登録で記入を要する技術者】 

□ 本店又は主たる事務所が京都市内にある場合は，常勤雇用している技術者全員を記入してく

ださい。 

□ 本店又は主たる事務所が京都市内にない場合は，京都市発注の工事に従事可能な常勤雇用し

ている技術者（京都市を担当する支社等に属する技術者等）を記入してください。 

 

 【注意事項】 ※別紙５の記載例も参照 
□ 書類１７（技術職員名簿）で要件を満たさず，又は記載がないが，令和４年６月１７日時

点で要件を満たす技術者を追加したい場合にも，追加したい技術者のみを記入し，必要な有資

格者証等を添付して提出することができます。 

□ 指定様式の全項目が記載されていれば，指定様式以外でも構いません。 

（指定様式は「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請につい 

て」）に掲載されているので，ダウンロードして使用してください。 

 

※ 土木・建築の２種目登録の場合は，種目別に作成してください。 

 

書類１９ その他証明書（写し可） 該当者のみ 

下の表の左欄に該当する場合は，右欄記載の書類を提出してください。 

条   件 必要書類 

個人事業主が法人化して１年に満たない

が，個人事業主のときから通算すれば１

年以上経過している事業者 

法人化以前（個人事業主）の営業を確認できる書類 

（例）建設業許可通知書，経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書，確定申告書と収支内訳書等 

中小企業等協同組合法に係る事業協同組

合，企業組合 

○ 定款 

○ 役員及び組合員名簿 

○ 官公需適格組合証明書（該当組合のみ） 

○ 官公需共同受注規約（該当組合のみ） 

「管工事」登録希望者のうち，格付を希望

するもの 

○ 京都市指定給水装置工事事業者指定証 

※ 令和４年６月１７日時点で有効なものであること 

○ 京都市指定下水道工事業者指定証 

 ※ 有効期限が令和４年６月１７日以降であること 
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１０ 測量・設計等提出書類 作成要領 
 

 

１０ 測量・設計等提出書類記載要領 

書類２０ 登録証明書又は登録通知書（写し可） 必須 

  登録を受けている事業の登録証明書を提出してください。 

 【注意事項】 

□ 法令により登録が義務付けられているものについては，令和３年６月１８日以前から登録され

ており，令和４年６月１７日現在で有効なものであること。 

□ 更新手続中の場合は，現在手元にある通知書と更新申請中である旨が分かる書類を提出し，更

新完了後速やかに通知書を提出してください。 

 

書類２１ 技術者経歴書（測量・設計等） 必須 

 【注意事項】 

□ 「京都市入札情報館（「令和４年度登録 京都市入札参加資格の新規申請について」）に様式が 

掲載されているので，ダウンロードして使用してください。 

   ・測量，土木設計，建築設計に種目登録している場合：それぞれの指定様式を 

・地質調査，設備設計，補償・調査その他に種目登録している場合：「その他」の様式 

□ ２枚以上になる場合は，できる限り両面印刷としてください。ただし，２種目登録（測量と土

木設計のみ）の場合は，１種目ごとに別の紙にしてください。 

 

 【記入要領】 ※別紙５の記載例も参照  
⑴ 記入を要する技術者（全種目共通） 

常勤雇用している技術者全員について記入してください。常勤雇用を確認できる書類が添付

できない技術者は，資格者証が添付されても評価の対象としません。 

⑵ 「現況」欄（土木設計，地質調査，補償調査） 

書類２２「現況報告書」に氏名の記載のある技術者について，○を付けてください。 

⑶ 「資格者数」欄（測量，土木設計，建築設計） 

測量，土木設計，建築設計それぞれのシートに記載されている資格がある技術者について，

その人数をそれぞれの資格者数欄に記入してください。 

１人の技術者が複数の資格を有している場合は，いずれか一つのみを選んで，その資格の欄

に計上してください（１人の技術者で２以上の有資格者数に計上しないこと）。 

計上した技術者の内訳がわかるよう，その技術者の「法令による免許等」欄の資格を○囲み

してください（有資格者欄の数字と，○囲みした資格の数が同じとなっているか確認してから

提出すること。）。 
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１０ 測量・設計等提出書類 作成要領 
 

 

⑷ 「資格を保持している女性技術者の人数」欄（測量，土木設計，建築設計） 

記入した技術者の内，次の条件を全て満たす女性技術者に○を付け，その人数を記入してく

ださい。 

○ 書類２２「現況報告書」で，記入した資格を確認できること。 

○ 上記で確認できない場合は，その資格者証と常勤雇用を証明する書類を添付していること。 

⑸ 「法令による免許等」欄 

測量，土木設計，建築設計については，「資格者数」欄に計上した資格に○囲みしてください

（１人の技術者で２以上の資格を計上しないこと）。 

設備設計，地質調査，補償調査その他については，いずれの資格にも○囲みする必要はあり

ません。 

⑹ 測量・土木設計の２種目登録の場合  

「測量」と「土木設計」について，それぞれ別に技術者経歴書を作成してください。その際，

技術者を重複して記入することはできません。 

 

書類２２ 現況報告書等（写し可） 該当者のみ 

   下の表の左欄の種目への登録を申請する場合は，表に記載の必要書類を提出してください。 

登録を申請する種目 必要書類 備考 

⑴ 

土木設計（土木関係建設コンサルタント） 
※ 交通局及び上下水道局における建設

コンサルタントを含む。 

地質調査 

補償・調査その他（補償コンサルタントに限る。） 

現況報告書（令和４年６月１７日

以前の確認印のあるものに限

る。）の写し 

※ 直前１事業年度分 

下記 

注１，３ 

⑵ 測  量 

測量法第５５条の８の規定に基

づく書類の写し 

※ 直前１事業年度分 

下記 

注２，３ 

 

注１ 現況報告書に氏名の記載のある技術者について，書類２１（技術者経歴書）の「現況」欄に○

印を記入してください。その技術者についての書類２４（技術者の資格証明書等）の提出は不要

です。 

   また，現況報告書の提出により，書類２３（財務諸表等）の提出も不要となります。 

 ２ 測量法第５５条の８の規定に基づく書類の提出により，書類２３（財務諸表等）の提出が不

要となります。 

 ３ 個人事業主が法人化して１年に満たない場合は，法人化以前（個人）のものを合わせて１年

以上の事業実績がわかるものを提出してください。 
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１０ 測量・設計等提出書類 作成要領 
 

 

書類２３ 財務諸表等（写し可） 該当者のみ  

補償コンサルタント以外の補償・調査その他，建築設計，設備設計への種目登録を申請する場合

は，下の表に記載の書類を提出してください。 

書類２２（現況報告書等）の提出が必要な種目登録を申請する場合は，この書類の提出は 

必要ありません。 
 

 提出書類 対象年度 

法人の場合 決算報告書（貸借対照表及び損益計算書の部分の

写しで可）(※１) 

申請日の直前１事業年度分 

(※２,※３,※４) 

個人の場合 ○ 確定申告書の写し 

○ 確定申告に添付した収支内訳書の写し 

令和３年分 

 

※１ 貸借対照表及び損益計算書の部分の写しを提出する場合で，その部分に会社名が明記されて

いないときは，欄外に会社名を記入してください。 

※２ 直近の決算報告書を未作成の場合（事業年度末が申請日の直前である場合など）は，その前

の１事業年度分の決算報告書を提出してください。 

※３ 決算期の変更などで直前の事業年度の期間が１年に満たない場合は，その前年度の決算報告

書も併せて提出してください。 

※４ 個人事業主が法人化して１年に満たない場合は，法人化以前（個人）のものを合わせて１年

以上の事業実績が分かるものを提出してください。 

  

書類２４ 技術者の資格証明書等（写し可） 該当者のみ 

 【注意事項】 
 □ 京都市内に本店又は主たる事務所を有する場合のみ提出してください。 

 □ 書類２１（技術者経歴書）に記入した技術者について，下の表の左欄に該当する場合は，右

欄記載の書類を提出してください。 

技術者 提出書類 

書類２１（技術者経歴書）の 

「現況」欄に○印のない技術者 

※ 書類２２現況報告書に氏名の記載のな

い技術者 

① 資格証明書，免許証又は登録証明書等 

② 常勤の技術者について，常勤雇用を確認でき

る書類 

⇒例）健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬

決定通知書の写し，会社名の記載のある健康保険

証の写し，住民税特別徴収税額（変更）通知書の写

し，雇用保険被保険者証の写し など 

 いずれの書類もない場合は，雇用主が当該技術
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１０ 測量・設計等提出書類 作成要領 
 

 

者を常勤雇用している旨の誓約書でも可 

書類２１（技術者経歴書）の 

「現況」欄に○印のある技術者 

※ 書類２２現況報告書に氏名の記載のあ

る技術者 

資格証明書等の提出は不要です（書類２２（現況

報告書）では確認できない資格については，資格

証明書等の添付要）。 

 

書類２５ その他証明書（写し可） 該当者のみ  

下の表の左欄に該当する場合は，右欄記載の書類を提出してください。 

条   件 必要書類 

中小企業等協同組合法に係る事業協同組合，企

業組合 

○ 定款 

○ 役員及び組合員名簿 

○ 官公需適格組合証明書（該当組合のみ） 

○ 官公需共同受注規約（該当組合のみ） 
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１１ 種目変更 

  工事，測量・設計等で既に京都市の名簿に登録されている事業者は，年２回の新規登録のタイミ

ングで，登録している種目を変更することができます。 

電子申請システムでの申請（入力）方法や，提出書類等は，以下の２点を除いて通常の新規登録

の場合と同じのため，この「申請の手引」及び「電子申請システム操作マニュアル」に沿って手続

を進めてください。 

 

 （１）審査票（Ｐ６０） 

 審査票上部に「種目変更」の記載箇所があるため，記載例を参考に記入してください。 

 

 （２）提出用封筒宛名用紙（Ｐ５９） 

 用紙下部に「種目変更」の記載箇所があるため，記載例を参考に記入してください。 
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別紙１

コード 登 録 種 目 コード 登 録 種 目 コード 登 録 種 目

1  土木工事 12  道路施設工事 23  道路・下水溝清掃

2  建築工事 13  種子吹付工事 24  解体工事

3  電気工事 14  鋼製建具工事 25  その他工事

4  電気通信工事 15  屋根工事 ‐ア  　杭打

5  管工事 16  防水工事 ‐イ  　石

6  舗装工事 17  畳工事 ‐ウ  　板金

7  鋼橋梁工事 18  内装工事 ‐エ  　テント

8  ＰＳＣ工事 19  黒板工事 ‐オ 　 モニュメント

9  塗装工事 20  体育施設工事 ‐カ  　その他（※）

10  造園工事 21  フェンス工事 26  小修繕

11  機械器具設置工事 22  左官工事

コード 登 録 種 目 コード 登 録 種 目 コード 登 録 種 目

1  土木一式工事 11  鋼構造物工事 21  熱絶縁工事

2  建築一式工事 12  鉄筋工事 22  電気通信工事

3  大工工事 13  舗装工事 23  造園工事

4  左官工事 14  しゅんせつ工事 24  さく井工事

5 とび・土工・コンクリート工事 15  板金工事 25  建具工事

6  石工事 16  ガラス工事 26  水道施設工事

7  屋根工事 17  塗装工事 27  消防施設工事

8  電気工事 18  防水工事 28  清掃施設工事

9  管工事 19  内装仕上工事 29  軌道工事

10  タイル･レンガ･ブロック工事 20  機械器具設置工事 30 解体工事

40  その他工事（※）

コード 登 録 種 目 コード 登 録 種 目 コード 登 録 種 目

101  土木一式工事 107  舗装工事 113  フェンス工事

102  建築一式工事 108  塗装工事 114  しゅんせつ工事

103  電気工事 109  防水工事 115  消防施設工事

104  電気通信工事 110  造園工事 116  解体工事

105  管工事(空調関係) 111  鋼構造物工事 117  その他の工事（※）

106  管工事(給排水衛生関係) 112  水道施設・機械設備工事

　市役所（行財政局管財契約部契約課）

　※「117その他の工事」を希望する場合は，[40]備考欄に営業の詳細を入力する。

登 録 種 目 コ ー ド 表 【工事】

　交通局

　上下水道局

　※「25 その他工事　カ その他」を希望する場合は，[40]備考欄に営業の詳細を入力する。

　※「40その他工事」を希望する場合は，[40]備考欄に営業の詳細を入力する。
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別紙１

コード コード 登 録 種 目

26 32  地質調査業

27 33  一級・二級建築士事務所

28  施工計画・施工設備及び積算部門 34  土地家屋調査士

29 35  不動産鑑定業

30 36  宅地建物取引業

31 37  その他（※）

 建設コンサルタント

　市役所（行財政局管財契約部契約課）

 ※「36補償・調査その他」を希望する場合は，[47]備考欄に営業の詳細を入力する。

 ※「37その他」を希望する場合は，[47]備考欄に営業の詳細を入力する。

 ※「55その他」を希望する場合は，[47]備考欄に営業の詳細を入力する。

52

53

54

55

 建築設計

 その他（※）

 測量

 地質調査

32

33

 土質及び基礎部門

　上下水道局

21

22

23

24

51

 測量業

コード

25

登 録 種 目

登 録 種 目 コ ー ド 表【測量・設計等】

 測量

 土木設計（土木関係建設コンサルタント）

 建築設計（建築関係建設コンサルタント）

 設備設計（建築関係建設コンサルタント）

 地質調査

 補償・調査その他（※）

登 録 種 目

　交通局

 建設コンサルタント

登 録 種 目

34

35

36

コード

 鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ部門

コード

31

 トンネル部門

登 録 種 目

 環境調査

 補償物件調査

 道路部門

 鉄道部門

 都市計画及び地方計画部門

 地質部門
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別紙１

コード 種　　目 内　　容 コード 種　　目 内　　容

1  印刷(タイプ）  印刷(タイプ） 16  看板・標識・金属プレート  看板・標識・金属プレート

2  印刷(オフセット）  印刷(オフセット） 17  建築資材  建築資材

3  印刷（フォーム）  印刷（フォーム） 18  貸物（リース）・会場設営  貸物・会場設営

4  文房具・書籍  文房具  リース・機械機器

 書籍・出版物・地図  リース・プレハブ

5  学校・保育用品  教材  リース・その他

 運動用品 19  不用物品売却  不用物品売却

 保育用品 25  その他（上記以外）  その他（上記以外）

 楽器

6  家具・什器・雑貨  家具調度品 30  電車車両製造

 荒物・金物・雑貨 31  電車車両内装

 記章・カップ・時計・額縁 32  電車車両台車

7  繊維・皮革・ゴム製品  被服 33  電車車両用装置

 旗・幕・カーテン等 34 　レール

 皮革・ゴム・合成樹脂 35 　軌道用品

8  消防用品  消防用品 36 　軌道保線機器

9  写真機械・青写真・第二
 カメラ（フィルム式），
 映像機，ビデオソフト

37 　鉄道設備機器・管理

 原図  青写真・第二原図

10  電気機械・器具  家電製品 40 　上下水道用資材・器材

 事務機

 電子計算機・付属機器

 音響・放送設備 コード 種　　目 内　　容

 電気通信機器 9  写真機械・青写真・第二原図  撮影

 その他 10  電気機械・器具  電算入力

11  機械器具･工具  工具・工作機械 13  車両（電車車両を除く）  車検・修理

 ミシン 20  運搬  運搬

 石油・ガス機械器具 21  環境測定  環境測定

 厨房機械・器具 22  洗濯  洗濯

 特殊機械器具 23  広告  広告

12  測定機器・理科機器・医療  測定機器 24  人材派遣  人材派遣

 機器  医療機器 26  建物管理  建物管理

 理科機器  空調設備保守管理

13  車両（電車車両を除く）  乗用車  昇降設備保守管理

 特殊車両  消防設備保守管理

 架装  電話・放送設備保守管理

 自転車，バイク 27  清掃  建物清掃

 車両部品  公園等清掃

 航空機部品修理  貯水槽清掃

 その他  浄化槽清掃

14  食料・飼料・植物類  食料  害虫等駆除

 飼料  廃棄物収集運搬

 植物類・肥料  その他

15 薬品・塗料・燃料  薬品材料 28  警備  常駐警備

 化学工業薬品  機械警備

 塗料

 燃料・油脂

　※　申請には，登録を希望する「内容」について，1年以上の営業実績があることが必要です。

登 録 種 目 コ ー ド 表【物品】
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別紙２　よくある質問

番号 書類名 項目等 質問 回答

1
（書類２）審査票（工事／測量・設
計等）

登録種目
コード番号を記入するのか，種目名称を記入す
るのかが分からない。

種目名称だけ記入してください。コード番号は記入
不要です。

2
（書類２）審査票（工事／測量・設
計等）

登録種目
「市役所」と「交通局」，「上下水道局」とで登録
種目が違う。どのように記入すればよいか。

「市役所」の登録種目についてのみ記入してくださ
い。
なお，2種目登録は，一定の条件のもと，土木と建
築，測量と土木設計のみ認めていますので，「従
たる種目」欄にはこれらの場合のみ記入できま
す。

3
（書類３）印鑑証明書
（書類４）使用印鑑届／委任状兼
使用印鑑届

代表取締役が複数

・「代表取締役社長Ａ氏」と「代表取締役会長Ｂ
氏」の2人代表制
・実質的な権限は全て「代表取締役社長Ａ氏」
・「印鑑証明書（書類３）」は「代表取締役会長Ｂ
氏」のまま（印影が「代表取締役」なので，普段
からその印鑑を社長印として使用している）

以上の条件の場合で以下の対応は構わない
か。

[１４]代表者の役職・氏名欄は「代表取締役社
長Ａ氏」を入力し，「印鑑証明書（書類３）」は「代
表取締役会長Ｂ氏」のものを提出する。

印鑑証明書で「Ｂ氏の印鑑である」と証明している
のであれば，その印が押されている書類は全てＢ
氏が押したという意味になりますので，受け付ける
ことはできません。
Ａ氏が申請者である以上，Ａ氏の実印を押印し，
当該実印の印鑑証明書を提出する必要がありま
す。
しかし，Ａ氏がＢ氏に契約等の権限を委任している
のであれば，「委任状兼使用印鑑届（書類４）」を
提出することで，Ｂ氏の印鑑を使用することは可能
です。

4
（書類３）印鑑証明書
（書類１０）納税証明書（国税等）

発行年月日
３月１７日発行のものを持っているが，どうしても
３月１８日以降発行のものでなければならない
のか。

３月１８日以降に発行されたものを提出してくださ
い。

5
（書類４）使用印鑑届／委任状兼
使用印鑑届

使用印鑑
いわゆる丸印の支店長印といわゆる角印の会
社印がある。どのように届出すればよいか。

使用印鑑に支店長印，併用する印鑑に会社印を
押印してください。

6
（書類４）使用印鑑届／委任状兼
使用印鑑届

実印・使用印鑑
実印が社名変更前の旧社名のため，現在の社
名と一致していないが大丈夫か。

印鑑証明書で確認できるので構いません。ただ
し，使用印鑑については，社名と一致しているもの
が必要です。

7
（書類４）使用印鑑届／委任状兼
使用印鑑届

実印・使用印鑑
印鑑証明書が会長名の場合，社長は受任者に
できるか。その場合の印鑑はどうすればいいの
か。登記はしばらくすればできる見込みである。

申請者は会長，受任者は社長としてください。委任
状兼使用印鑑届には，社長個人名印及び会社印
を押印してください。登記はでき次第提出してくだ
さい。

8 （書類５）誓約書 押印
紙で提出する誓約書には押印をする必要があ
るのか。

これまでは誓約書には実印の押印を必要としてい
ましたが，今回から不要としました。

9 （書類５）誓約書 名簿

役員等を履歴事項全部証明書に記載の順番と
おりに記載するよう指示されているが，その順
番だと代表取締役が冒頭にならない。支障はな
いか。

登記内容と照合して審査する便宜上，登記の順番
どおりの記載を求めているものですので，代表者
の位置を気にせず，登記の順番どおりに記載して
ください。

10 （書類５）誓約書 名簿 「会計参与」は記載する必要があるのか。
会計参与は株式会社の役員という立場であるた
め、会計参与を設置している場合は、誓約書に記
載してください。

11 （書類５）誓約書 名簿
退任した役員の退任登記がまだの場合，退任し
た役員についても登記には記載されているの
で，誓約書に記入は必要か。

記入する必要はありません。付箋等で退任したこ
とを分かるようにしてください。

12 （書類５）誓約書 名簿 社外の監査役も記載が必要か。 必要です。

13 （書類５）誓約書 役職名又は呼称
対外的に使用している役職名と，登記上の役職
名が異なる場合があるが，どちらを記載するの
か。

どちらの役職名でも構いません。

14 （書類５）誓約書 役職名又は呼称

登記では，「取締役」として1番目に記載されて
いる役員（社長）が末尾でも「代表取締役」として
記載されている。誓約書には，どちらを記載す
べきか。それとも両方書く必要があるのか。

役職名を「代表取締役」にして1番目に記載してく
ださい。
同一人物を2回記載する必要はありません。
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別紙２　よくある質問

番号 書類名 項目等 質問 回答

15 （書類５）誓約書 記名
誓約書の対象者が多いため，２枚に分けて記入
するが，２枚目以降にも誓約者の記名をする必
要があるのか。

複数枚にわたる場合，２枚目以降にも誓約者の記
名をしたうえ，各ページの右上にページ数と総
ページ数を記入してください。

16 （書類６）調査同意書（京都市税） 納税通知書
令和３年度の納税通知書しか手元にないが，こ
のコードを記入してもいいのか。

令和３年度の納税通知書のコードでも差し支えあ
りません。年度に「３」を記入して，記載してくださ
い。

17 （書類６）調査同意書（京都市税） 納税者コード
「申請の手引」に見本として記載されている「納
税通知書」以外に，納税者コードが記載されて
いるものはあるか。

税金を支払った際に受け取る「領収証書」に記載
されています。

18 （書類６）調査同意書（京都市税）
市外業者（本店が市
外）の場合

京都市内にも営業所があるが，「（書類６）調査
同意書」の提出は必要か。

市外業者であっても市内に営業所があれば，法人
市民税均等割分が課税されているはずですので，
管理番号を記入して提出してください。

19 （書類６）調査同意書（京都市税） 課税がない場合
市外業者：京都市内に営業所がないので課税
がない。
市内業者：所得が少ないので課税がない。

市外業者・市内業者に関わらず，また，課税がな
い場合でも必ず提出してください。
なお，個人の市内業者については，課税がない場
合は，更に所得証明書も出す必要があります。
（詳細は「申請の手引」Ｐ１６，２４）

20 （書類６）調査同意書（京都市税） 特別徴収

市外の事業者で法人市民税は課税されていな
いが，京都市内の従業員がいるため，特別徴収
して京都市に税金を納めている。 調査同意書
に特別徴収のコードを記載する必要はあるか。

従業員分の特別徴収は調査の対象ではありませ
んので，記載は不要です。「課税されていない」に
チェックしてください。

21
（書類７）調査同意書（水道料金・
下水道使用料）

個人で屋号を使用者
名義にしている場合

使用者名義が代表者名義である場合に，使用
者名義「ある」に該当とあるが，使用者名義を屋
号にしている場合，「なし」でよいのか。

使用者名義を屋号にしている場合でも，名義「あ
る」で記載し，使用者名には屋号を書いて提出して
ください。

22
（書類９）履歴事項全部証明書
（登記簿謄本）

役員
今後，役員の変更の予定があり，申請期間後に
新しい登記ができるが，その場合，再提出が必
要か。なお，代表者は変更の予定はない。

代表者や所在地や資本金の変更等であれば，記
載事項の変更に該当するので，再提出が必要で
すが，役員の変更のみであれば，再提出の必要
はありません。

23 （書類１０）納税証明書（国税等） 電子納税

電子納税しているので，電子納税証明書(xml形
式）のフォームでは「納税証明データシート」と
なっている。
これをダウンロードし提出しても納税証明書とみ
なしてもらえるのか。

電子納税証明書(xml形式）は，電子データが原本
であり，その電子納税証明書を紙に出力したもの
は原本ではありません。一方，電子納税証明書
（pdf形式）は， 印刷したものが原本ですので，そち
らを提出してください。

24 （書類１０）納税証明書（国税等） 住所表記

令和４年１０月１日に住所移転した。登記や印
鑑証明は新住所のものを用意できたが，納税証
明書は税務署のデータ移管の都合で新住所を
反映したものが提出期限内に出せないかもしれ
ない。４月発行の旧住所納税証明があるのだ
が，それを提出しても問題ないか。

令和４年３月１８日以降に発行された納税証明書
の住所記載と，登記で確認できる同時点における
旧住所が同じであれば受け付けます。

25 （書類１０）納税証明書（国税等） 代表取締役が複数

2人代表制で，全般的な会社運営は「代表取締
役Ａ氏」が担っているため申請者名はＡ氏で作
成したが，財務関係の権限だけ「代表取締役Ｂ
氏」が担っているため納税証明書の代表者名だ
けＢ氏になっている。それを提出しても問題ない
か。

登記でＢ氏も代表取締役であることが確認できれ
ば受け付けます。

26 （書類１０）納税証明書（国税等） 納期未到来

納税証明書の「その他事項」欄に，「未納額の
全てが納期未到来である」という内容の記載が
ある。これは滞納があるということになるのか。
資格登録を申請する要件を満たしていないこと
になるのか。

納期未到来とは，納期限を迎えていないことを意
味し，滞納ではありませんので，この納税証明書
を提出できます。

27 （書類１４）確定申告書 電子納税
電子納税では提出した確定申告書（写し）がな
い。何を提出すればよいか。

電子納税されている場合は、該当する年度の確定
申告について，電子申請等証明書をダウンロード
し，電子申請等証明書データシートを印刷して提
出してください。
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別紙２　よくある質問

番号 書類名 項目等 質問 回答

28 （書類１４）確定申告書 再発行
確定申告書（写し）を紛失したため，税務署に再
発行してもらうが，2～3週間かかる。どうしたら
よいか。

まず，確定申告書（写し）以外の書類を提出してい
ただき，確定申告書（写し）は，入手でき次第提出
してください。
なお，その旨を記載した文書も一緒に提出してくだ
さい。

29
（書類１６）経営規模等評価結果
通知書・総合評定値通知書

売上高
仕事を受注できなかったので2年平均完成工事
高がゼロである。登録できるか。

1年以上の営業実績（売上）がないので登録できま
せん。

30
（書類１６）経営規模等評価結果
通知書・総合評定値通知書（

審査基準日

手元の経審の審査基準日は令和２年１１月１７
日。建設業許可の変更手続中であるため経審
の通知が遅れている。令和４年６月１７日審査
基準日の通知書が届くのは８月になってしまう
かもしれない。どうしたらよいか。

手引２６ページ「審査基準日が令和２年１１月１８
日以降で，かつ審査結果通知日が令和４年６月１
７日以前としてください」と明記していますので，原
則として受け付けることはできません。
ただし，やむをえない事情がある場合，申請最終
日の７月１５日（金）までに「審査基準日が令和2年
4月1日以降のもの」が提出できるのであれば，受
付けます。

31 （書類２１）技術者経歴書（測量・
設計等）

⑴　記入を要する技
術者

技術者が100名以上いるが，全ての者について
記載が必要か。

市内に本店（主たる事務所）がある中小企業であ
る場合は，全て記載してください。
大企業及び市外に本店（主たる事業所）がある場
合は，京都市を担当する支店等に属し，京都市発
注の工事に従事可能な技術者の方のみ記載して
ください。

32 （書類２２）現況報告書等 直前1事業年度分
決算時期の関係で，申請期間内に直近のもの
を用意できない。どうすればいいか。

なるべく最新のもので用意していただきたいです
が，前年度分が用意できないのであれば，前々年
度分のものでも構いません。

33 官公庁発行の書類全般 原本か写しか
履歴事項全部証明書は原本での提出が必要と
あるが，「写し可」ではない書類には何がある
か。

原本での提出が必要な書類は，原則として以下の
４種類です。
・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
・印鑑証明書
・納税証明書
・所得証明書
これ以外の書類は全て，写し（コピー）で構いませ
ん。

34 書類全般 小修繕
申請書類について，「小修繕」のみに登録申請
する場合も，他の工事種目と同様の必要書類を
提出しなければならないのか。

小修繕の場合は，（書類１５）建設業許可証明書，
（書類１６）経営規模等評価結果通知書・総合評定
値通知書，（書類１７）技術職員名簿は不要です。
ただし，（書類１８）技術者経歴書が必要になりま
す。
詳細は，「申請の手引」Ｐ２６以降を確認してくださ
い。
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別紙２　よくある質問

番号 該当ページ等 質問 回答

35

「電子申請入力マニュアル」Ｐ２
３，２７
[３８]資格審査希望工種区分
[４３]競争参加資格業種区分

「申請の手引」Ｐ５

【登録種目について】
工事又は測量・設計等で，市役所に
２種目登録したいが，どのような種
目でも２種目登録できるのか。

「申請の手引」や「電子申請入力マニュアル」に記載がある
とおり，２種目登録できる種目は限られており，工事は「土
木」と「建築」，測量・設計等は「測量」と「土木設計」のみ，一
定の条件を満たす場合に，２種目登録することができます。

※それ以外の２種目を入力しても，データ送信時にエラー
メッセージが表示されます。

36
「電子申請入力マニュアル」Ｐ１３
[１７]営業年数

個人が法人化した場合や，法人が
合併等で事業承継した場合，営業
年数は，創業日からか，又は，法人
化や事業承継してからか。

営業年数は創業日から令和4年6月17日時点で計算してくだ
さい。

37

「電子申請入力マニュアル」Ｐ１２
[１４]代表者

書類２「印鑑証明書」
書類４「委任状兼使用印鑑届」

・「代表取締役社長Ａ」と「代表取締
役会長Ｂ」の2人代表制
・実質的な権限は全て「代表取締役
社長Ａ」
・「印鑑証明書（書類３）」は「代表取
締役会長Ｂ」のまま（印影が「代表
取締役」なので，普段からその印鑑
を社長印として使用している）

以上の条件の場合で以下の対応は
構わないか。

[１４]代表者の役職・氏名欄は「代
表取締役社長Ａ」を入力し，「印鑑証
明書（書類３）」は「代表取締役会長
Ｂ」のものを提出する。

Ａ氏が申請者（代表者）である以上，Ａ氏の実印の「印鑑証
明書（書類３）を提出する必要がありますが，この場合に提
出された「印鑑証明書（書類３）」では，「Ｂ氏の印鑑である」
と証明されているため，受け付けることはできません。
（Ａ氏の「印鑑証明書（書類３）」を提出してください。）

しかし，Ａ氏がＢ氏に契約等の権限を委任しているのであれ
ば，「委任状兼使用印鑑届（書類４）」を提出することで，Ｂ氏
の印鑑を契約等に使用することは可能です。

38
「電子申請入力マニュアル」Ｐ２５
[４１]建設業退職金共済事業加
入業者

【契約者番号について】
経審の際には履行がなかったため
「加入なし」となっているが，実際に
は加入しており契約者番号もある。
この場合も入力してよいか。また，
入力する場合は，証明書の添付が
必要か。

契約者番号を入力してください。経審と揃える必要はありま
せん。また，証明書の添付は不要です。

39

「電子申請入力マニュアル」Ｐ２
５，３２
[４２]申請日前1年間における発
注者別工事経歴
[５３]申請日前1年間における発
注者別受注経歴

「申請日前1年間」とは，受注時点を
基準に入力するのか，完成時点を
基準に入力するのか。

完成時が令和3年6月18日～令和4年6月17日の期間中とな
る実績を入力してください。
創業が新しく，まだ完成していない実績しかない場合は，受
注時点のものを入力しても構いません。

40

「電子申請入力マニュアル」Ｐ２
５，３２
[４２]申請日前1年間における発
注者別工事経歴
[５３]申請日前1年間における発
注者別受注経歴

官公庁の工事（業務）をＪＶで請け
負った場合は，どのように入力する
のか。

「業務名」欄の頭に「ＪＶ」と入力し（例：「ＪＶ」●●庁舎新築
工事）し，「受注額」は出資割合に応じた金額を入力してくだ
さい。

41
「電子申請入力マニュアル」Ｐ３１
[５１]実績高

【直前１年度分決算】
金額は税込，税抜のどちらで入力
するのか。

直近1事業年度の実績高としていますので，決算書に記載
の売上高に揃えてください。

42 「電子申請入力マニュアル」Ｐ１
電子申請システムの申請画面にロ
グインするための事前の設定等は
必要か。

事前に登録をしておくなどの設定は不要です。ただし，京都
府・市町村共同電子申請システムページの「はじめて利用
する方へ」→「動作環境」で，ＰＣのスペック，ＯＳ，ブラウザ
等の確認はしておいてください。
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別紙２　よくある質問

番号 該当ページ等 質問 回答

43 「電子申請入力マニュアル」Ｐ１
スマートフォンからログインして申請
することは可能か。

この資格申請は，「京都府・市町村共同電子申請システム」
では，「汎用申請」というタイプであり，内容が簡単な「簡易
申請」とは異なり，携帯電話（スマートフォン）では利用できま
せん。

44 「電子申請入力マニュアル」Ｐ１
ログインする際に，ＩＤ，パスワードな
どの入力が求められるか。また，事
前に取得しておく必要があるか。

この資格申請は，ＩＤ，パスワードなどの入力をせずにログイ
ンすることができます。そのため，事前にそれらを取得して
おく必要はありません。

45 「電子申請入力マニュアル」Ｐ５
ログインして入力していたが，途中
で入力を中断したい。入力内容はど
うなるか。

「保存」ボタンで入力内容をＰＣに保存しておき，次回ログイ
ンした際に，「読込」ボタンでそのデータを反映させれば，前
回の入力内容がそのまま使えます。
なお，入力画面をそのまま閉じてしまうと，入力内容は消え
てしまい，次回ログインした際は最初からの再入力が必要で
す。

46 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４
「共通項目」「工事」などいくつかの
シート（タブ）に分かれているが，ど
のシートを入力すればいいか。

「共通項目１」「共通項目２」は，申請者全員が入力してくださ
い。「個別（工事）」「個別（測量・設計等）」「個別（物品）」は，
申請する資格のみ，入力が必要です。
なお，「共通項目２」の[２１]資格登録／申請状況→「今回の
申請・更新等資格」でチェックを入れないと，個別ページの
入力はできません。

47 「電子申請入力マニュアル」Ｐ３５

受任者を設定していない場合，ＦＡＸ
番号，メールアドレスがない場合な
ど，入力すべき内容がない場合も，
全項目入力しないといけないか

名称欄に【必須】表示がある項目は必ず入力してください。
入力がなければエラーメッセージが表示されます。
【必須】表示がない項目は基本的に任意入力ですので，入
力がなくてもエラーメッセージは表示されず，申請まで進む
ことができます。

48 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４
入力しようとしても入力できない項
目がある。なぜか。

名称欄に【入力不要】表示がある項目は入力不要であり，
誤って入力しないように，入力欄を灰色にするとともに，シス
テム上で入力できないように設定しています。
そのため，そのままの状態で申請してください。

49 「電子申請入力マニュアル」Ｐ３５
各項目に入力するのはどんな文字
でも構わないのか。数字を入力する
欄に漢数字で入力してもいいか。

項目の名称欄に「半角英数」「全角カタカナ」などの表示があ
れば，必ずその文字で入力してください。
それ以外の文字で入力した場合は，エラーメッセージが表
示されて，申請まで進むことができません。

50 「電子申請入力マニュアル」Ｐ１９

「共通項目２」の「７　添付書類（共
通）」で「誓約書」，「同意書（市税）」
「同意書（水道料金）」のファイルを
添付するとあるのはどういうことか。

その３つの添付書類は，ＨＰに掲載している様式をダウン
ロードして入力し，印刷したものを郵送するとともに，入力し
たファイルをシステム上で添付してデータ申請する必要があ
ります。
マニュアルの説明に沿って，「参照」ボタンからファイルを選
択して添付してください。

51 「電子申請入力マニュアル」Ｐ１９
「誓約書」，「同意書（市税）」「同意
書（水道料金）」以外の書類は，ファ
イルを添付しなくともいいのか。

それ以外の書類は，従来どおり紙で郵送してください。シス
テム上で添付することはできません。

52 「電子申請入力マニュアル」Ｐ３７
データを送信するだけでなく，申請
書を印刷しないといけないのか。

「誓約書」などと同様に，申請内容を印刷した「申請書」に相
当する紙を郵送していただく必要があります。
マニュアルの説明に沿って，「送信確認」画面で「印刷用表
示」ボタンを押して申請書を印刷してください。
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別紙２　よくある質問

番号 該当ページ等 質問 回答

53 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４０
データを送信する際にその他に気
をつけないといけないことは何か。

「送信確認」画面の次に表示される「到達確認」画面で「到達
番号」と「問い合わせ番号」が表示されますので，画面を印
刷して保管しておくなど，必ずこの２つの番号を控えておい
てください。
この２つの番号は，これ以降，システムにログインして自身
が送信したデータに関して操作をする場合に必要です。この
番号がなければ，審査結果通知等も受け取ることができま
せん。

54 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４１
きちんと電子申請ができた（データ
送信ができた）かどうか確認した
い。どうすればいいか。

「到達番号」「問い合わせ番号」を使って「申請状況照会」か
ら確認してください。
なお，基本的には電話等でのお問い合わせは御遠慮くださ
い。

55 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４２
受付・審査の状況を知りたい。どう
すればいいか。

「到達番号」「問い合わせ番号」を使って「申請状況照会」か
ら確認をしてください。
なお，基本的には電話等でのお問い合わせは御遠慮くださ
い。

56 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４２
「京都市からのお知らせ」というタイ
トルでメールが送信されている。こ
れは何か。

資格申請の受付・審査機関である京都市から，「申請担当
者の連絡先」として入力いただいたメールアドレスに送信さ
れたものです。
受付完了，審査完了，補正指示等のタイミングで送信されま
すので，メール本文中のＵＲＬからシステムにログインして，
システム内の通知内容を確認してください。

57 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４７
システム内の通知で「補正してほし
い」旨の内容が送信されているがど
うしたらいいか。

補正（修正）していただきたい内容が通知内に記載されてい
ますので，マニュアルの説明に沿って修正入力及びデータ
送信をしてください。

58 「電子申請入力マニュアル」Ｐ５０
申請内容に誤りがあった。もう一度
申請してもよいか。

申請内容に誤りがあった場合，「補正（修正）入力をする」
「一旦申請を取り下げて再度申請する」「職員が職権で修正
する」などの方法がありますが，添付書類が提出済みであ
れば内容に不一致が発生する場合などがありますので，ま
ず行財政局契約課に連絡して相談してください。

★一度申請をしている場合，それを取り下げなどせずにもう
一度申請すると二重申請となりますので，絶対にしないでく
ださい。

59 「電子申請入力マニュアル」Ｐ４４
審査結果はいつ頃，どのように通知
されるのか。

９月末頃に，電子申請システム内で審査結果通知を送信
し，申請担当者のメールアドレスにも案内メールを送信しま
す。
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１ 申請区分等の入力

・「申請区分」は必ずどちらかを選択してください。
・その他の項目は該当があれば入力してください。

なお、本市登録業者様は「業者コード」は必ず入力してください。

[1] 申請区分 必須

[2] 業者コード

(半角数字) (例) 12345

[3] 法人番号

(半角数字) (例) 1234567890123

[4] 建設業許可番号 －
※前の入力欄は該当するものを選択してください。※工事のみ (半角数字) (例) 26京都府 999999
※後ろの入力欄は６桁以内の番号を入力してください。

[5] 適格組合 取得年月日 年 月 日
証明

(例) 令和2年4月1日(半角数字)

番号 号

(例) 20220401近畿第99号

２ 申請担当者の入力

・「申請者区分」「行政書士登録番号」「所在地」は入力不要です。
・「電話番号」「メールアドレス」は、日中 担当者さまに連絡がつくものをお願いします。

入力不要

[6] 申請者区分

[7] 部署・役職 部署： 役職：

(全角) (例) 契約部契約課 (例) 契約係長

必須 フリガナ セイ： メイ：

(全角カタカナ) (例) キョウト (例) タロウ
[8] 氏 名

必須 氏 名 姓： 名：

(全角) (例) 京都 (例) 太郎

入力不要

[9] 行政書士登録番号

入力不要 郵便番号

[10] 所在地

都道府県

市区町村

町名番地

選択してください  

選択  

新 規 更 新

申請担当者 申請代理人

■個別(物品)■個別(測量・設計等■個別(工事)■共通項目２■共通項目１
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全申請者が入力

必須入力（新規）

京都市に登録あり
の方のみ

該当者のみ

該当者のみ

該当者のみ

入力不要

該当者のみ

必須入力

必須入力

入力不要

入力不要
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※内線番号の入力は
任意です。

必須 電話番号 (内線番号)

[11] 連絡先 (半角英数) (例) 075-180-9999 (例) 1234
※内線番号の入力は
任意です。

必須 メールアドレス

(半角英数) (例) keiyaku@city.kyoto.lg.jp

３ 主たる事務所の入力

・事業活動を行うに当たって主たる拠点となる事務所について入力してください。（支店、営業所等を入力しないで
ください。）

・「通り名」「町名」「番地」「方書」は、実際の所在地の表記に沿って該当があれば必ず入力してください。
（「○○通」「△△ビル」等は該当がなければ入力不要です。）

[12] 所在地 郵便番号 必須

(半角英数) (例) 604-8571

都道府県 必須

(例) 京都府

市区町村 必須

(全角) (例) 京都市中京区

通 り 名

(全角) (例) ○○通□□上る

町 名

(全角) (例) ××町

番 地

(全角) (例) １００番地

方 書

(全角) (例) △△ビル２階

フリガナ

(全角カタカナ)必須 (例) カブシキガイシャキョウトショウジ

商号又は名称 法人種別 ( )
[13] 商号又は

※法人種別は該当するものを選択してください。名称
（個人事業主は基本的に「個人」。）

必須

(全角) (例) 株式会社京都商事

※正式な商号又は名称を入力してください。
（「株式会社」などが付くのであれば、省略しない。）

必須 役 職

(例) 代表取締役 ※ 個人事業主の場合、「代表者」などで構いません。(全角)[14] 代表者

必須 フリガナ セイ： メイ：

(例) イチロウ(例) ナカギョウ(全角カタカナ)

必須 氏 名 姓： 名：

(例) 中京 (例) 一郎(全角)

必須
※内線番号の入力は
任意です。

電話番号 (内線番号)
[15] 連絡先

(例) 075 180 9998(半角英数) (例) 9876内線番号 入力は

住所検索

選択してください  

選択してください  
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必須入力

必須入力

必須入力

全申請者が入力

必須入力

必須入力

該当者のみ

該当者のみ

該当者のみ

該当者のみ

必須入力

必須入力

必須入力

必須入力

必須入力

必須入力

／　◇◇丁目

／　２番１号

※「○番地」「○番」「○号は全て，
下の「番地」欄に入力すること。

法人種別

フリガナ
（全角カタカナ）

商号又は名称

（全角）

必須入力

必須入力

※Gmailではメールが届かない可能性があります
ので，さけてください。

必須入力

mailto:keiyaku@city.kyoto.lg.jp
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(例) 075-180-9998(半角英数) (例) 9876※内線番号の入力は
任意です。

４ その他情報の入力

・「外資状況」「みなし大企業」は入力不要です。
・「常勤職員の人数」は、会社全体の従業員数を入力してください。ただし、法人の役員及び監査役、個人事業主、

有期雇用は含めないでください。

入力不要

[16] 外資状況

国名： 国名： 国名： 国名：

外資比率： ％ 外資比率： ％ 外資比率： ％外資比率： ％

[17] 営業年数 必須 年

(半角数字) (例) 50

[18] 常勤職員の人数 必須 合計 人
※「，」（桁区切りのコン
マ）は不要です。 (半角数字) (例) 1000

[19] 設立年月日 必須 年 月 日

(例) 平成21年4月1日(半角数字)

入力不要

[20] みなし大企業 ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小
企業

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業

・大企業の役員又は職員を兼ねているものが、役員総数の２分の１以上を占めている中小企
業

「保存」ボタンを押下した場合入力中のデータを一時的にＰＣに保存できます。

「読込」ボタンを押下した場合ＰＣに保存している入力データを反映させることができます。

「戻る」ボタンを押下した場合入力内容が全て消去されて前画面に戻ります。

１外資なし

２外国籍会社 ３日本国籍会社 ４日本国籍会社

選択  

保存

読込

戻る

下記のいずれかに該当する 該当しない
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全申請者が入力

入力不要

必須入力

入力不要

必須入力
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５ 資格情報等の入力

「今回の申請・更新等資格」は、今回新たに申請（種目変更）、更新する資格にチェックを入れてください。・

・「他登録有資格」は、それ以外で有している資格があればチェックを入れてください。
・なお、工事と測量・設計等は重複して登録することはできません。
・「登記上の住所又は住民票上の住所」は、主たる事務所と同じ場合はチェックを入れれば入力不要となります。

必須 今回の申請・
更新等資格

※チェックを入れた資格のみ、
[21] 資格登録／ 「個別」ページが入力でき

ます。
申請状況

他登録有資格 ※他に無ければ、チェック不要。

[22] 法人／個人 必須

[23] 主たる事務所の
ＦＡＸ

(半角英数) (例) 075-180-1234

[24] 主たる事務所の
メールアドレス

(例) keiyaku@city.kyoto.lg.jp(半角英数)

主たる事務所と同じ
場合は入力不要

※以下の項目は入力不要 ※以下の項目の入力をしてください。

必須
郵便番号 ※検索後、いったん「共通項目

[25] 登記上の住所 １」画面に移るので注意を。
又は (例) 604-8571(半角英数)

住民票上の住所

必須 都道府県

(例) 京都府

必須 市区町村

(例) 京都市中京区

必須 市区町村以下

(例) ○○通□□東入ル××町50番地△△ビル３階

住所検索した場合、「市区町村以下」欄に「町」まで自動表示されますの
で、それ以降（番地等）を続けて入力してください。

[26] 資本金又は 必須 千円
出資金

(例) 5000(半角数字)
※「，」（桁区切りのコン
マ）は不要です。

[27] 営業区分 必須

（いずれか１つ選択して
ください）

６ 受任者の入力

・契約に関する権限を代表者以外の方に委任する場合は、「あり」にチェックを入れて、以降の項目を入力してくだ
さい。

・代表者名で契約等する場合は「なし」にチェックを入れれば、以降の項目は入力不要となります。
・「通り名」「町名」「番地」「方書」は、実際の所在地の表記に沿って該当があれば必ず入力してください。

（「○○通」「△△ビル」等は該当がなければ入力不要です。）

工事 測量・設計等 物品

工事 測量・設計等 物品

住所住所検検索索

選選択択してくださいしてください  

主たる事務所と同じ 主たる事務所と異なる

製造業・建設業・運輸業・その他の業種

サービス業

卸売業

小売業

ゴム製品製造業

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

法人 個人

■個別(物品)■個別(測量・設計等■個別(工事)■共通項目２■共通項目１
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チェックを
入れた資格
のみ，工事／
測量・設計等／
物品の個別
項目ページ
に入力が必要
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必須入力

必須入力

該当者のみ

該当者のみ

必須入力
「異なる」に
チェックを
入れた場合
のみ，25～27
の入力が必要

「異なる」に
チェックを
入れた場合
のみ，25～27
の入力が必要

「異なる」に
チェックを
入れた場合
のみ，25～27
の入力が必要

該当者のみ
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[28] 受任者の有無 必須

※以下の項目の入力をしてください。 ※以下の項目は入力不要

[29] フリガナ 必須

(全角カタカナ) (例) キョウトシテン

[30] 支店等の名称 必須

(例) 京都支店

※検索後、いったん「共通項目必須 郵便番号
１」画面に移るので注意を。

[31] 所在地 (半角英数) (例) 604-8588

必須 都道府県

(例) 京都府

必須 市区町村

(例) 京都市中京区

通 り 名

(例) ○○通□□下る

町 名

(例) ××町

番 地

(例) 111

方 書

(例) △△ビル２０３号室

必須[32] 電話番号

(例) 075-180-0000(半角英数)

[33] ＦＡＸ

(例) 075-180-5555(半角英数)

[34] メールアドレス

(半角英数) (例) nyuusatu@city.kyoto.lg.jp

必須[35] フリガナ

(全角カタカナ) (例) シテンチョウ (例) カンサイヒロシ

[36] 受任者の 必須 役職： 氏名：
役職・氏名

(全角) (例) 支店長 (例) 関西宏

７ 添付文書（共通）

・「１ 申請書」はデータ送信するとともに、印刷したものも必ず郵送してください。

・「５ 誓約書」「６ 同意書（市税）」「７ 同意書（水道料金）」は、データ入力したファイルを添付するとと
もに、印刷したものも必ず郵送してください。

※全ての入力が完了・データ送信
後、印刷したものも郵送してくだ
さい。

※必ず原本を郵送してください。

※必ず原本を郵送してください。

※必ず原本を郵送してください。

※入力したファイルを添付したう
えで、印刷したものも必ず郵送し

１申請書 郵送

２審査票 郵送

３印鑑証明書 郵送

４使用印鑑届／委任状兼使用印鑑届 郵送

５誓約書 添付

住所住所検検索索

選選択択してくださいしてください  

あり なし
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「あり」に
チェックを
入れた場合
のみ，29～36
の入力が必要

エクセル
ファイルの
添付が必要
＋紙書類でも
提出が必要
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必須入力

「あり」に
チェックを
入れた場合
のみ，29～36
の入力が必要

「あり」に
チェックを
入れた場合
のみ，29～36
の入力が必要

入力完了後，
「送信確認」
画面で必ず
印刷を！
（要郵送）

／　◇◇丁目

／　２番１号

※「○番地」「○番」「○号は全て，
下の「番地」欄に入力すること。
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えで、印刷したものも必ず郵送し
てください。

※入力したファイルを添付したう
えで、印刷したものも必ず郵送し
てください。

※入力したファイルを添付したう
えで、印刷したものも必ず郵送し
てください。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※物品の個人事業主のみ

「保存」ボタンを押下した場合入力中のデータを一時的にＰＣに保存できます。

「読込」ボタンを押下した場合ＰＣに保存している入力データを反映させることができます。

１３所得証明書 郵送 不要

１４確定申告書（写し）及び収支内訳書（写し） 郵送 不要

１２許可通知書／納税証明書 郵送 不要

１１未納税金目録等 郵送 不要

参照...

参照...

６同意書（市税） 添付

参照...

７同意書（水道料金） 添付

８はがき 郵送 不要

９履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 郵送 不要

１０納税証明書（国税等） ３の３／３の２ 郵送 不要

保存

読込
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ファイルの
添付が必要
＋紙書類でも
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８ 競争参加資格希望工種表

・（登録を希望していない種目も含め）許可を有している建設業許可があれば、「許可状況」で「○」を選択してく
ださい。

・「許可区分」は、一般建設業許可を受けている場合は「１」を、特定建設業許可を受けている場合は「２」を選択
してください。

・ 「資格審査希望工種区分」で「その他」「その他工事」「その他の工事」を選択した場合は、「備考欄」に営業の
詳細を入力してください。

[37] 建設工事の許可業種区分

※「小修繕」以外の登録種目を希望する場合は，必ず入力してください。

許可状況 許可区分
番号 業種 １：一般(〇を選択)

２：特定

建
設
工
事
の
許
可
業
種
等

土木一式工事０１

０２ 建築一式工事

０３ 大工工事

０４ 左官工事

０５ とび・土工・コンクリート工事

０６ 石工事

０７ 屋根工事

０８ 電気工事

０９ 管工事

１０ タイル・れんが・ブロック工事

１１ 鋼構造物工事

鉄筋工事１２

１３ 舗装工事

１４ しゅんせつ工事

１５ 板金工事

１６ ガラス工事

１７ 塗装工事

１８ 防水工事

１９ 内装仕上工事

２０ 機械器具設置工事

２１ 熱絶縁工事

２２ 電気通信工事

２３ 造園工事

さく井工事２４

２５ 建具工事

２６ 水道施設工事

２７ 消防施設工事

２８ 清掃施設工事

解体工事

選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 

■個別(物品)■個別(測量・設計等■個別(工事)■共通項目２■共通項目１
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２９ 解体工事

[38] 資格審査希望工種区分 [39] 年間平均完成工事高

コード表はこちら※コード番号は申請の手引を参考に、誤りのないよう選択してください。 (千円)
※京都市は、一定の条件を満たす場合のみ、土木及び建築の２種目登録の申請ができます。 (半角数字)

※「，」（桁区切りのコ
ンマ）は不要です。番号 コード 工種名

京都市
(市役所等)１

京都市
(市役所等)２

交通局１

交通局２

上下水道局

合計

[40] 備考欄 ※「その他」「その他工事」「その他の工事」を選択した場合は、営業の詳細を入力してください。

９ 営業実態調査（工事）

・「種目」は、請け負った工事に該当するものを選択してください。

[41] 建設業退職金共済事業加入業者

契約者番号

[42] 申請日前1年間における発注者別工事経歴

発注者 請負区分 種目 請負金額 (千円)

(半角数字)
工事名

※「，」（桁区切りのコ
ンマ）は不要です。施工期間 (年月) (半角数字)

京都市( )

年 月～ 年 月

官公庁( )

年 月～ 年 月

その他( )

年 月～ 年 月

その他( )

年 月～ 年 月

選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください 

選選択択してくださいしてください 

選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 
選選択択してくださいしてください 

  

市 水 交 選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
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（土木＋建築）
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１０ 添付文書（工事）

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

「保存」ボタンを押下した場合入力中のデータを一時的にＰＣに保存できます。

「読込」ボタンを押下した場合ＰＣに保存している入力データを反映させることができます。

１５建設業許可証明書又は通知書 郵送 不要

１６経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書 郵送 不要

１７技術職員名簿 郵送 不要

１８技術者経歴書（小修繕のみ） 郵送 不要

１９その他証明書 郵送 不要

保存

読込
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１１ 競争参加資格希望業種表・経営状況調表（測量・建設コンサルタント等）

・「競争参加資格希望業種区分」のコード番号は、申請の手引を参考に、誤りのないように選択してください。

・「競争参加資格希望業種区分」で「補償・調査その他」「その他」を選択した場合は、「備考欄」に営業の詳細を
入力してください。

・京都市は、一定の条件を満たす場合のみ、測量及び土木設計の２種目登録の申請ができます。

[43] 競争参加資格 [44] 直前々年度分決算 [45] 直前年度分決算 (半角数字) [46]
希望業種区分 ※「，」（桁区切りのコンマ）は

不要です。
前２ヶ
年間の
平均

入力不要
コード表はこちら 

年 月 年 月 年 月 年 月
実績高から から から から

コード 業種名 年 月 年 月 年 月 年 月 (千円)

入力
不要

まで まで まで まで
(千円) (千円) (千円) (千円)

市1

市2

交1

交2

水

合 計

[47] 備考 ※「補償・調査その他」「その他」を選択した場合は，営業の詳細を入力してください。

１２ 営業実態調査書（測量・設計等）

・「有資格技術職員数」は必ずいずれかの項目に職員数を入力してください。
・「発注者別受注経歴」の「種目」は、受注した業務に該当するものを選択してください。

[48] 有資格技術職員数

技術士 (半角数字)

建設 農業（農業土木のみ） 水産（水産土木のみ）

上下水道 森林（森林土木のみ） 応用理学（地質のみ）

総合技術監理（上記６部門の選択科目のみ） その他の部門

その他 (半角数字)

測量士 土地区画整理士地質調査技士

測量士捕 １級土木施工管理技士不動産鑑定士

ＲＣＣＭ１級 土地家屋調査士
建築士

２級 宅建取引主任 その他

建築設備士 司法書士

環境計量士建築積算士

[49] 登録を受けている事業

選選択択 選選択択 選選択択 選選択択 
選選択択 選選択択 選選択択 選選択択 

選選  
選選  
選選  
選選  
選選  

  

■個別(物品)■個別(測量・設計等■個別(工事)■共通項目２■共通項目１
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市役所の2種目
（測量＋土木
設計）登録は，
条件を満たす
場合のみ
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登録希望種目の入力

測量・設計等申請者が入力

クリックすれば表が開きます

該当あれば入力
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登録事業名 登録番号 登録年月日

年 月 日 (半角数字)測量業者

年 月 日 (半角数字)建設コンサルタント

年 月 日 (半角数字)建築士事務所

年 月 日 (半角数字)地質調査業者

年 月 日 (半角数字)補償コンサルタント

年 月 日 (半角数字)不動産鑑定業者

年 月 日 (半角数字)土地家屋調査士

年 月 日 (半角数字)計量証明事業者

年 月 日 (半角数字)その他

[50] 建設及び補償コンサルタントの登録部門

種目 直前１年度分決算 (千円) 種目 直前１年度分決算 (千円)

(半角数字) (半角数字)

※「，」（桁区切りのコン
マ）は不要です。

※「，」（桁区切りのコン
マ）は不要です。

[51]

補償関係実 測 量
コンサルタント業務績

高
その他土木関係建設
（ ）コンサルタント業務

千

その他建築関係建設円
（ ）コンサルタント業務

計地質調査業務

[52] 損益計算書及び貸借対照表

区分 直前１年度分決算 (千円) 区分 直前１年度分決算 (千円)
(半角数字) (半角数字)

※「，」（桁区切りのコンマ）は
不要です。

※「，」（桁区切りのコンマ）は
不要です。

税引前 固定資産
当期利益

流動資産 総資産

選選択択  
選選択択  
選選択択  
選選択択  
選選択択  
選選択択  
選選択択  
選選択択  
選選択択  

河川・砂防及び海岸海洋 廃棄物 電気電子

港湾及び空港 造園 土地調査

電力土木 都市計画及び地方計画 土地評価

道路 地質 物件

鉄道 土質及び基礎 機械工作物

上水道及び工業用水道 鋼構造及びコンクリート 営業補償・特殊補償

下水道 トンネル 事業損失

農業土木 施工計画・施工設計及び積算 補償関連

森林土木 建設環境 総合補償

水産土木 機械
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測量・設計等申請者が入力

該当あれば
入力

該当あれば
入力

該当あれば
入力

必須入力
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流動負債 自己資本

[53] 申請日前１年間における発注者別受注経歴

発注者 受注区分 種目 受注額 (千円)

(半角数字)
業 務 名

※「，」（桁区切りのコ
ンマ）は不要です。履行期間 (年月) (半角数字)

京都市( )

年 月年 月～

官公庁( )

年 月～ 年 月

その他( )

年 月年 月～

その他( )

年 月年 月～

１３ 添付文書(測量・設計等)

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

※いずれかにチェックをしてくだ
さい。

「保存」ボタンを押下した場合入力中のデータを一時的にＰＣに保存できます。

「読込」ボタンを押下した場合ＰＣに保存している入力データを反映させることができます。

２０登録証明書又は登録通知書 郵送

２１技術者経歴書（測量・設計等） 郵送

２２現況報告書等 郵送 不要

２３財務諸表 郵送 不要

２４技術者の資格証明書等 郵送 不要

２５その他証明書 郵送 不要

市 水 交 選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  
選選択択してくださいしてください 選選択択してくださいしてください  

選選択択  選選択択  

保存

読込
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測量・設計等申請者が入力

該当あれば
入力を

「申請の手引」を確認し，
提出が必要なものは「郵送」
不要なものは「不要」
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１４ 競争参加資格希望営業品目表

・登録申請(登録を希望する「内容」の「登録希望」欄に「〇」をつけてください。)

・申請には，登録を希望する「内容」について，1年以上の営業実績があることが必要です。

[54-1] 物品（役務種目を除く）

コード 種目 内容 登録希望

1 印刷(タイプ) 印刷(タイプ)

2 印刷(オフセット) 印刷(オフセット)

3 印刷(フォーム) 印刷(フォーム)

4 文房具・書籍 文房具

書籍・出版物・地図

5 学校・保育用品 教材

運動用品

保育用品

楽器

6 家具・什器・雑貨 家具調度品

荒物・金物・雑貨

記章・カップ・時計・額縁

7 繊維・皮革・ゴム製品 被服

旗・幕・カーテン等

皮革・ゴム・合成樹脂

8 消防用品 消防用品

9 写真機械・青写真・第二
原図

カメラ(フィルム式)，
映像機，ビデオソフト

青写真・第二原図

10 電気機械・器具 家電製品

事務機

電子計算機・付属機器

音響・放送設備

電気通信機器

その他

11 機械器具・工具 工具・工作機械

ミシン

石油・ガス機械器具

厨房機械・器具

特殊機械器具

12 測定機器・理科機器・
医療機器

測定機器

医療機器

理科機器
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物品申請者が入力

登録希望種目の入力
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13 車両(電車車両を除く) 乗用車

特殊車両

架装

自転車，バイク

車両部品

航空機部品修理

その他

14 食料・飼料・植物類 食料

飼料

植物類・肥料

15 薬品・塗料・燃料 薬品材料

化学工業薬品

塗料

燃料・油脂

16 看板・標識・金属プレート 看板・標識・金属プレート

17 建築資材 建築資材

18 貨物・会場設営貨物(リース)・会場設営

リース・機械機器

リース・プレハブ

リース・その他

不用物品売却19 不用物品売却

25 その他(上記以外) その他(上記以外)

30 電車車両製造

31 電車車両内装

32 電車車両台車

33 電車車両用装置

34 レール

35 軌道用品

36 軌道保線機器

37 鉄道設備機器・管理

40 上下水道用資材・器材

[54-2] 役務種目

登録希望コード 種目 内容

9 写真機械・青写真・第二
原図 撮影

10 電気機械・器具 電算入力

13 車両(電車車両を除く) 車検・修理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Page 2 of 3電子申請・届出システム 申請書入力

2022/06/01https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/Shinsei/main56【入力前下書用】　※この用紙で申請はできません。

【入力前下書用】　※この用紙で申請はできません。

56

物品申請者が入力
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20 運搬 運搬

21 環境測定 環境測定

22 洗濯 洗濯

23 広告広告

24 人材派遣 人材派遣

26 建物管理 建物管理

空調設備保守管理

昇降設備保守管理

消防設備保守管理

電話・放送設備保守管理

27 清掃 建物清掃

公園等清掃

貯水槽清掃

浄化槽清掃

害虫等駆除

廃棄物収集運搬

その他

28 警備 常駐警備

機械警備

「保存」ボタンを押下した場合入力中のデータを一時的にＰＣに保存できます。

「読込」ボタンを押下した場合ＰＣに保存している入力データを反映させることができます。

【「次へ」ボタンを押した場合】

１ 「送信確認」画面に移るので、必ず「印刷用表示」ボタンを押す。

２ 入力内容に不備があれば、エラーメッセージが表示されます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保存

読込

次へ
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入力完了後にクリックするとデータが
送信されますが，不備があればエラー
メッセージが出るので，修正してください。
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【郵送提出用封筒 宛名用紙】 

・上下左右の切取線で切り取り，「レターパック」又は「角２判封筒」の宛名面に貼り

付けて，「レターパック」又は「簡易書留」で送付してください。 

・「レターパック」で送付する場合は，「簡易書留」を塗りつぶすなどしてください。 

・「記載例」のように，各項目を記入してください。 

宛 名 面 用 

６０４－８５７１ 

京都市行財政局契約課 行  
 

簡
易
書
留 

（差出人） 

〒     －       

住 所：                     

                         

商号等：                     

担当者：                     

電話番号：                    

（備考） 

 新規 ／ 更新（業者コード：      ） 

 工事 （種変） ／ 測量・設計等（種変） ／ 物品 

競争入札参加資格審査申請書類在中 

（令和 4 年 10 月補充登録） 

 

切 

 

取 

 

線 

切 

 

取 

 

線 
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【郵送提出用封筒 宛名用紙】 

・上下左右の切取線で切り取り，「レターパック」又は「角２判封筒」の宛名面に貼り

付けて，「レターパック」又は「簡易書留」で送付してください。 

・「レターパック」で送付する場合は，「簡易書留」を塗りつぶすなどしてください。 

・「記載例」のように，各項目を記入してください。 

宛 名 面 用 

６０４－８５７１ 

京都市行財政局契約課 行  
 

簡
易
書
留 

（差出人） 

〒 ６０４ － ○○○○  

住 所：京都市中京区○○町○○通○○上る○○町  

    １０番地○ ○○ビル３号室                   

商号等： ○○商事株式会社                   

担当者： 総務課 京都太郎                   

電話番号：０７５－２２２－３３××                    

（備考） 

 新規 ／ 更新（業者コード：      ） 

 工事 （種変） ／ 測量・設計等（種変） ／ 物品 

競争入札参加資格審査申請書類在中 

（令和 4 年 10 月補充登録） 

記入不要です。 

記載例 

・今回は「更新」は対象外です。 
・申請する資格（工事／測量・設
計等／物品）を○で囲む。 
・また，工事／測量・設計等で
「種目変更」希望の場合は（種
変）を○で囲んでください。 

「レターパック」を使用する場合
は，この角を，レターパックの枠の
左下角に合わせてください。 

 

切 

 

取 

 

線 

切 

 

取 

 

線 

申請される事業者の所在
地（住所），商号等を記
入してください。 

レターパック使用の場
合は塗りつぶすなど。 

「申請担当者」の方の氏名，
連絡のつく電話番号を記入し
てください。 
（電話番号の記入は任意） 
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